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昨年の成瀬ダム問題全国集会 
昨年の成瀬ダム問題全国集会 
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事務局からのお知らせと経過報告  

 
1.  今年の全国集会と総会を１０月２日から３日、北海道で開催します。  

 
前号で、「今年のダム反対全国集会・水源連総会は北海道の沙流川総合開発（二風谷ダムと平取ダム）に

焦点を当てます。」とお知らせいたしましたが、北海道の皆さんが自主的に検証作業を進めている、北海道

の３ダム問題（サンルダム・平取ダム・当別ダム）に焦点を当てることにしました。いずれも、貴重な自然

と水産資源に致命的な害を与えるだけで必要性がないダム事業です。そのうち、当別ダム（北海道が事業者

の補助ダム）は本体工事着工済みということで見直し対象から除外されて補助金が満額交付決定され、緊急

に中止を勝ち取らなければならない状況にあります。 
 
日時は 10月 2日（土）午後から 3日（日）です。 
2 日は苫小牧と札幌の中間に位置する北広島市で水源連総会・懇親会・宿泊、3 日は朝から当別ダムの現

地視察、午後からは札幌で北海道の３ダム自主検証の経過報告を主テーマにすえた全国集会を開催します。 
具体的な日程等（案）を記します。 
集合場所：札幌北広島クラッセホテル	 〒061-1101	 北海道北広島市中ノ沢 316－1	  

電話：011-373-3800	 	 	 	  
【アクセス】JR新千歳空港駅から 15分間隔で運行している JR快速エアポートに乗車して、北広島駅
まで 20分、北広島駅前からホテルの無料シャトルバスを利用。（北広島駅西口発で、昼頃からの時間で
は１１時１０分、１２時３０分、１３時２０分、１４時１０分、１５時００分、１５時５０分、１７時

１５分、１８時１０分、１９時０５分、２０時２５分。の便があります。所要時間は１０分です。タク

シー利用の場合は、8分、1400円程度）。 
総会に間に合わせるには、新千歳空港に 13時ごろまで着き、快速エアポート 13時 34分発に乗り、北
広島駅発 14時 10分発のシャトルバスにお乗り下さい。 
 
集合時刻：水源連総会をホテル内会議室で 15時から開催しますので、それに間に合うように（目標：

14:30）してください。 
 
総会	

会場	 北広島クラッセホテル内会議室 
時間	 15時から 18時半 
 
懇親会	

場所	 北広島クラッセホテル内 
時間	 19時半から 21時半 
 
宿泊所	

場所	 北広島クラッセホテル	 （全て相部屋ツインルームとなります） 
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現地見学会	

見学場所：	 当別ダム工事現場（昨年から本体工事着工） 
時	 	 間：	 8時 30分ホテル発	 当別ダム現地視察後、札幌の全国集会会場（北海道大学学術交流会

館：北大構内）12時着（13時までに昼食をすませる） 
 

全国集会	

集会の会場：北大学術交流会館 
テ	 ー	 マ：北海道のダム事業を検証する 

－	 サンルダム、二風谷ダム・平取ダム、当別ダム	 － 
内	 	 容	 ：（案）若干、変更の可能性があります。 
13時 開会 

あいさつ 
１．北海道のダム事業紹介 
２．現地からの報告（全国からの参加者にとくに訴えたいことを報告） 

１）サンルダム 
２）二風谷ダム・平取ダム 
３）当別ダム 

３．３ダム検証報告 
休憩：10分 

４．総合討論：パネルディスカッション形式を含めて 
５．全国集会アピール（検証結果に基づき、三つのダム事業の中止もしくは凍結・見直しを求め

る内容） 
	 16時  閉会 
解散予定時刻	 16時 
 
必要経費	

総会会場費、宿泊費（1泊朝食付き）、懇親会費、現地見学会費、全国集会経費 
宿泊費＋懇親会費＋朝食付きで 12,000円（宿泊なし・懇親会のみの場合は 6,000円） 
総会参加費（500円） 
現地見学会費（バス代：500円）、昼食（弁当）500~1000円程度 

全国集会経費（500円：資料代 
参加申し込み方法と期限	

参加締切９月１０日、別紙同封の「参加申込書」をご利用下さい。 
 

2.  参議院議員選挙に向けたアンケートとその結果  
水源連は今回の参議院選挙に先立って、各政党に「ダム問題に関するアンケート」を実施しました。 
アンケートは民主党、自由民主党、公明党、日本共産党、社会民主党、国民新党、新党日本、みんなの党、

新党改革、たちあがれ日本、日本創新党に送付しました。７月２日現在、民主党、自由民主党、公明党、日

本共産党、社会民主党、国民新党から回答が届きました。 
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ダ
ム

問
題

に
関

す
る

ア
ン

ケ
ー

ト
の

結
果

（
2
0
1
0
年

参
議

院
議

員
選

挙
）

（
水

源
開

発
問

題
全

国
連

絡
会

）
2
0
1
0
年

6
月

2
9日

時
点

１
　

治
水

政
策

・
ダ

ム
政

策
に

つ
い

て
、

見
直

し
を

積
極

的
に

進
め

る
べ

き
だ

と
考

え
ま

す
か

？

２
　

計
画

・
建

設
中

の
ダ

ム
事

業
に

つ
い

て
、

個
別

の
事

業
ご

と
に

見
直

す
べ

き
だ

と
考

え
ま

す
か

？

３
　

ダ
ム

事
業

を
見

直
す

に
当

た
っ

て
、

徹
底

し
た

情
報

公
開

は
重

要
だ

と
考

え
ま

す
か

？

４
　

ダ
ム

事
業

を
見

直
す

に
当

た
っ

て
、

徹
底

し
た

住
民

参
加

は
重

要
だ

と
考

え
ま

す
か

？

５
　

ダ
ム

事
業

を
見

直
す

に
当

た
っ

て
、

見
直

し
作

業
中

の
建

設
凍

結
は

必
要

だ
と

考
え

ま
す

か
？

６
　

ダ
ム

事
業

を
見

直
す

際
、

見
直

し
内

容
を

審
議

す
る

委
員

に
、

事
業

へ
の

異
議

を
唱

え
る

者
を

含
め

る
こ

と
は

必
要

だ
と

考
え

ま
す

か
？

７
　

ダ
ム

事
業

を
見

直
す

際
、

見
直

し
内

容
を

審
議

す
る

委
員

に
、

公
募

枠
（
全

部
ま

た
は

一
部

）
を

設
け

る
こ

と
は

必
要

だ
と

考
え

ま
す

か
？

８
　

ダ
ム

事
業

を
見

直
す

際
、

見
直

し
内

容
を

審
議

す
る

場
（
委

員
会

等
）
を

完
全

公
開

（
傍

聴
・
記

録
可

）
す

る
こ

と
は

必
要

だ
と

考
え

ま
す

か
？

９
　

ダ
ム

事
業

を
見

直
す

際
、

見
直

し
内

容
を

審
議

す
る

場
（
委

員
会

等
）で

、
事

業
へ

の
意

見
を

有
す

る
者

が
意

見
陳

述
で

き
る

こ
と

は
、

必
要

だ
と

考
え

ま
す

か
？

1
0
　

ダ
ム

事
業

を
見

直
す

際
、

見
直

し
内

容
を

審
議

す
る

場
（
委

員
会

等
）
で

、
議

論
が

徹
底

し
て

尽
く
さ

れ
る

こ
と

は
重

要
だ

と
考

え
ま

す
か

？

Ｙ
Ｅ

Ｓ

①
既

に
、

ダ
ム

に
頼

ら
な

い
治

水
対

策
の

検
討

が
進

ん
で

い
る

も
の

、
②

 既
存

施
設

の
機

能
増

強
を

目
的

と
し

た
も

の
、

③
 夕

ム
本

体
工

事
の

契
約

を
行

っ
て

い
る

も
の

、
上

記
に

該
当

し
な

い
ダ

ム
事

業
に

つ
い

て
は

、
検

証
が

行
わ

れ
る

こ
と

と
な

っ
て

い
ま

す
。

し
つ

か
リ

検
証

が
な

さ
れ

る
べ

き
だ

と
考

え
ま

す
。

情
報

公
開

は
で

き
る

だ
け

図
ら

れ
る

べ
き

と
考

え
ま

す
.。

学
識

経
験

者
、

関
係

住
民

、
関

係
地

方
公

共
団

休
の

長
、

関
係

利
水

者
等

か
ら

の
意

見
を

聴
く
こ

と
は

必
要

と
考

え
ま

す
。

検
証

中
は

凍
結

が
基

本
と

考
え

ま
す

が
、

地
域

に
よ

っ
て

は
生

活
再

建
事

業
な

ど
を

適
切

に
行

っ
て

い
く
べ

き
と

考
え

ま
す

。

学
識

経
験

者
、

関
係

住
民

、
関

係
地

方
公

共
団

体
の

長
、

関
係

利
水

者
等

か
ら

の
意

見
を

聴
く
こ

と
は

必
要

と
考

え
ま

す
。

今
後

、
検

討
し

て
い

く
べ

き
と

考
え

ま
す

。

検
討

の
場

を
公

開
す

る
な

ど
情

報
公

開
が

図
ら

れ
る

べ
き

だ
と

考
え

ま
す

。

学
識

経
験

者
、

関
係

住
民

、
関

係
地

方
公

共
団

休
の

長
、

関
係

利
水

者
等

か
ら

の
意

見
を

聴
く
こ

と
は

必
要

と
考

え
ま

す
。
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Ｓ
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Ｓ
Ｙ

Ｅ
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Ｙ
Ｅ

Ｓ
Ｙ

Ｅ
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検
討

す
る

。
検

討
す

る
。

Ｙ
Ｅ

Ｓ
今

後
の

検
討

課
題

か
?

Ｙ
Ｅ

Ｓ
今

後
の

検
討

課
題

か
?

今
後

の
検

討
課

題
か

?
今

後
の

検
討

課
題

か
?

民
主

党

自
由

民
主

党

公
明

党

民
主

党
の

意
見

自
由

民
主

党
の

意
見

国
民

新
党

人
口

減
少

の
進

行
、

急
速

な
少

子
高

齢
化

、
財

政
危

機
な

ど
の

我
が

国
の

現
状

を
踏

ま
え

れ
ば

、
従

来
の

公
共

事
業

依
存

型
の

構
造

を
転

換
し

、
国

土
交

通
政

策
の

パ
ラ

ダ
イ

ム
シ

フ
ト

を
進

め
て

い
く
必

要
が

あ
り

ま
す

。
治

水
事

業
に

つ
い

て
は

、
で

き
る

だ
け

ダ
ム

に
頼

ら
な

い
治

水
へ

政
策

転
換

す
る

と
の

考
え

方
に

基
づ

き
、

既
に

本
休

工
事

に
着

手
し

て
い

る
ダ

ム
事

業
な

ど
一

定
の

要
件

を
満

た
す

事
業

に
つ

い
て

は
継

続
す

る
も

の
の

、
中

止
の

方
針

を
表

明
し

て
い

る
八

ツ
場

ダ
ム

を
初

め
、

ダ
ム

事
業

に
つ

い
て

は
、

す
べ

て
の

事
業

に
つ

い
て

検
証

を
行

い
、

こ
れ

ら
を

踏
ま

え
て

今
後

の
治

水
対

策
の

あ
り

方
を

検
討

し
て

い
き

ま
す

。

ダ
ム

に
限

ら
ず

、
全

て
の

施
策

に
つ

い
て

、
社

会
経

済
状

況
の

変
化

に
応

じ
た

見
直

し
が

必
要

で
あ

る
事

は
当

然
の

こ
と

だ
と

考
え

て
お

り
ま

す
。

国
交

省
は

、
事

業
中

の
ダ

ム
の

見
直

し
・再

検
証

を
す

す
め

る
と

し
て

い
る

が
、

再
開

発
事

業
ダ

ム
や

本
休

工
事

中
ダ

ム
は

対
象

外
と

し
て

い
る

。
こ

れ
ら

対
象

外
と

し
た

ダ
ム

事
業

も
多

く
の

間
題

点
を

抱
え

て
お

り
、

再
検

証
の

対
象

に
加

え
る

ぺ
き

で
あ

る
.。

ま
た

、
補

助
ダ

ム
の

長
野

・
浅

川
ダ

ム
や

香
川

・
新

内
海

ダ
ム

な
ど

lは
、

国
の

要
請

も
聞

か
ず

、
再

検
証

を
拒

否
し

て
強

制
着

工
し

て
い

る
。

こ
れ

ら
の

補
助

ダ
ム

に
対

し
て

、
再

検
証

を
義

務
化

す
る

制
度

化
改

善
を

行
う

べ
き

で
あ

る
。

な
お

、
再

検
証

の
評

価
軸

を
ど

の
よ

う
に

設
定

す
る

か
が

当
面

の
問

題
で

あ
る

.。
 「

有
識

者
会

議
」
の

公
開

化
、

民
主

化
は

当
然

必
要

で
あ

る
。

　
こ

れ
か

ら
の

治
水

政
策

は
、

人
の

生
命

・
身

体
・
財

産
を

守
る

こ
と

に
加

え
て

、
環

境
に

も
配

慮
し

た
も

の
で

あ
る

こ
と

が
必

要
で

す
。

ダ
ム

に
頼

る
の

で
は

な
く
、

河
川

改
修

や
川

底
の

整
理

・
清

掃
、

森
林

保
全

等
へ

の
支

援
策

を
強

化
す

る
よ

う
に

し
ま

す
.。

国
土

交
通

省
の

有
識

者
会

議
で

ダ
ム

の
見

直
し

作
業

が
行

わ
れ

て
い

ま
す

が
、

行
政

刷
新

会
議

の
事

業
仕

分
け

の
よ

う
に

オ
ー

プ
ン
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に
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と

づ
く
住

民
参

加
の

オ
ー

プ
ン

な
流

城
姜

員
会

方
式

も
有

効
で

あ
る

と
考

え
ま

す
。
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を
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3.  5 月 10 日、参議院議員会館第一会議室にて、２つのイベントを開催し
ました。  

	 	 	 「ダム見直しに関する政府・議員と NGOの対話の会」（13:00～14:30） 
	 	 	 「ムダな公共事業の徹底見直しを実現する全国大会－その２-（15:00～17:00） 
 
「ダム見直しに関する政府・議員と NGO の対話の会」	

国交省政務三役との意見交換も目的にしていましたが、三日月大造政務官の都合が付かず、国交省治水課

及び河川計画課の担当職員３名が出席しました。治水課の林課長補佐が三日月政務官からのメッセージを代

読しました。メッセージの 後は「共に頑張りましょう」で結ばれています。 
集会は、大河原雅子参議院議員（公共事業チェック議員の会事務局長）の司会で始まりました。 
公共事業チェック議員の会の会長である松野信夫参議院議員が開会の挨拶を行いました。 
次いで、NGOから下記５題の報告・提案が題ありました。 
いずれも、この夏に策定が予定されている「ダム見直し基準」への反映されるべき提案です。 
	 	 佐々木克之（北海道自然保護協会） 
	 	 	 	 	 北海道における「ダム検証検討会」と「水産資源への影響」 
	 	 石井 亨（環瀬戸内海会議） 
	 	 	 	 	 補助ダムの課題―内海ダムを例に・・見直し基準に対する提言 
	 	 今本博健（元淀川水系流域委員会委員長・京都大学名誉教授） 
	 	 	 	 	 なぜ、「ダムによらない治水」でなければならないのか 
	 	 	 	 	 	 	 	 ―淀川水系流域委員会での議論を踏まえて― 
	 	 黒田弘行（清流球磨川・川辺川を未来に手渡す郡市民の会 ） 
	 	 	 	 	 「住民が望むダムによらない治水とは」・・成果と今後の課題に関する報告 
	 	 遠藤保男（水源開発問題全国連絡会） 
	 	 	 	 	 「ダムによらない治水・利水の基本的考え方」 
報告の後、国会議員・政党代表の発言を受けました。 
	 	 仁比聡平参議院議員、高橋英行衆議院議員、田中康夫衆議院議員が意見を述べました。 
議員意見のあと、一般参加者から意見が出された。 
	 	 浅川ダム関係者、八ッ場ダム関係者、設楽ダム関係者がそれぞれの運動のなかで全国に知らせたいこと、

早急の解決が求められている課題を報告しました。 

 
討議の 後に国交省職員が感想を求められ、「今日出されたこと、真剣な討議の雰囲気を政務三役にシッ

カリ伝える」と林雄一郎課長補佐が答えました。 
集会の 後に、前原誠司国交大臣と有識者会議の中川博次座長に宛てた「ダム見直しに関する提案」を参

加市民一同として採択しました。 
この提案は、ダム見直し基準取りまとめに当っては、NGO と双方向性の協議を行う正式な場を設けるよ

う、強く求めています。 
 

「ムダな公共事業の徹底見直しを実現する全国大会－その２-  
	 －検証：公共事業の見直しはどこまで進んだか－  
田中信一郎氏の司会で始まりました。主催者からの挨拶に次いで、各政党代表から挨拶を受けました。 
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社民党から保坂展人さん（元チェック議員の会事務局長）、共産党から塩川鉄也衆議院議員、日本新党か

ら田中康夫衆議院議員、みんなの党から川田龍平参議院議員、遅れて民主党の川内博史衆議院議員（国土交

通委員長）がそれぞれ、現在の公共事業見直し状況の見方と、これから取組むべきことを話されました。 
次いで、NGOから下記４題の報告・提案が題ありました。 
いずれも、この夏に予定されている参議院議員選挙のマニフェストに取り込んでほしい提案です。 
	 	 干潟・埋立て問題 
	 	 	 	 	 ラムサール・ネットワーク日本 花輪伸一 
	 	 	 森林問題の現状 
	 	 	 	 	 日本森林生態系保護ネットワーク 市川守弘 
	 	 	 ムダで有害な道路建設は中止を 
	 	 	 	 	 道路住民運動全国連絡会 橋本良仁 
	 	 	 全国のダム事業の見直しで必要とされていること 
	 	 	 	 	 水源開発問題全国連絡会 嶋津暉之 
主催の実行委員会の住民団体として、渓流保護ネットワーク、全国自然保護連合、環境法律家連盟、日本

湿地ネットワーク、日本消費者連盟のみなさんがそれぞれ担っている課題の紹介と問題点の提起を行いまし

た。 
NGO の報告・提起を受けたうえでの感想と決意を各政党の代表者と松野信夫「公共事業チェック議員の

会」会長が表明し、会場は暑い熱気に包まれました。 
後に参加市民一同で、「『聖域なき情報公開、住民参加の徹底、見直し中の工事凍結』の３原則を基本と

して、ムダな公共事業の見直しをこの夏の参議院選挙の重点公約にするよう、各政党に求める」という主旨

の「大会宣言」を採択して集会を終えました。 
	 	 	  
「政権交代で期待していたことを現実のものにするには、私たちが更に連携を深めて大きな世論を巻き起

こさなければならない」、こんな気持ちを参加者の皆さんが共有して二つの集会を終えました。 
 
 
 
なお、詳しい報告は長野県議会議員である北山早苗氏が、下記 URL に掲載されています。是非、ご参

照ください。  
北山早苗長野県議（会派あおぞら公式サイト）  

	 http://sanae.ao-zora.org/archives/2068	 	
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4.  今後の治水対策のあり方に関する有識者会議	 	  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 「中間とりまとめ（案）」とそれへの対応 
 
2009年に自公政権から民主党を中心にした政権へと政権交代が実現しました。 
政権発足直後に前原誠司国交大臣から、川辺川ダムと八ッ場ダム計画の中止が宣言され、すべてのダム建

設事業見直しが発表されました。 
 「できるだけダムにたよらない治水」への政策転換を進めるという考えに基づき、国土交通省は 2009

年 12 月 3 日に「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」を設置し、検討を進めてきました。 
 
しかし、この会議は国民の傍聴を許さないという前時代に逆戻りしたやり方で進められてきています。全

国からの度重なる公開要請を前原大臣は拒否しました。 
前原大臣は「本体着工済みの事業」と「ダム機能改善事業」を見直し対象事業から除外しました。更に、

大臣が知事に対して本体工事契約の延期を要請していた路木ダム・内海ダム再開発・浅川ダム等 5つの補助
ダムについても知事たちが要請を無視して本体工事の駆け込み契約をすると、補助金の満額支給を認め、検

証対象ダムから除外してしまいました。 
これらの補助ダムは住民の強い反対があるにもかかわらず、それを無視して強行されています。なかでも

内海ダム再開発は土地収用法が適用されて、11月 22日を反対住民の土地や物件を明渡しする期日として香
川県収用委員会が決定しました。現地の皆さんは断固として闘いぬくことを確認し、団結小屋を設置して強

制収用・強制代執行に備えています。 
直轄事業においても然りです。中止になればまったく不要になる付け替え道路や転流工が着々と進行して

います。生活再建事業についても前原大臣はそのあり方を現地住民と話し合うことを後回しにしているため、

八ッ場ダムに見られるように地域再建に障害をきたす工事すら巨額をかけて推進されています。 
 
このような状況の中、「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」は 2010年 7月 13日に開催した第

11回会議で「中間とりまとめ（案）」を作成しました。7月 16日には「今後の治水対策のあり方について 中
間とりまとめ（案）に関する意見募集について」を発表しました。 
「中間とりまとめ（案）」の骨子は、検証主体を国土交通大臣とするものの、実際の検証作業は直轄事業・

水資源機構事業については地方整備局と水資源機構が、補助ダムについては道府県が行うとしています。 
その進め方として、 
（１）「関係地方公共団体からなる検討の場」を設置し、相互の立場を理解しつつ、検討内容の認識を

深め検討を進める※８ 
（２）検討過程においては、「関係地方公共団体からなる検討の場」を公開するなど情報公開を行うと

ともに、主要な段階でパブリックコメントを行う 
（３）学識経験を有する者、関係住民、関係地方公共団体の長、関係利水者の意見を聴く 
としています。 

 
このようなシステムでは「何が何でもダム推進」の地方自治体の意向が 優先され、個々のダム等事業に

ついて私たち住民が提起している問題が真摯に審議される可能性はほとんどありません。「見直したが、や

はりダムが必要」という結論になることは目に見えています。 
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何とかこの検証システムを根本から変えないと、ほとんどのダム事業に対してゴーサインのお墨付きが出

てしまいます。 
前原大臣と有識者会議に全国から再考を求めましょう。 
水源連事務局は 2010 年 5 月 10 日開催の「ダム見直しに関する政府・議員と NGO の対話の会」の 115

団体として、去る 7月 5日に有識者会議の事務局である国土交通省河川局河川計画調整室に、前原大臣と中
川有識者会議座長宛ての「ダム見直しに関する緊急提言」を提出しました。 
私たちはこの問題を政務 3役に直接説明し、意見交換することを目的に、面会の場の設定を民主党に求め

ています。 
 
＜皆様へのお勧め＞	

各地現場から、皆さんが対象とされている事業について、 
１：「中間取りまとめ（案）」に沿った検証を行うと、ダム推進にお墨付きを与えてしまうシミュレーシ

ョンの結果と、 
２：それゆえに「第三者機関による、徹底した住民参加を保障した検証」が是非とも必要である。  

とした要望書をパブコメに応募されることをお勧めいたします。 
募集は 8月 15日までとなっています。 
 
パブコメの送付先など、要綱は国土交通省河川局のホームページに掲載されています。その主要部分を下

に記します。 
意見募集要領	

１．意見募集対象 
今後の治水対策のあり方について中間とりまとめ（案） 

２．募集期間 
平成 22年 7月 16日～ 8月 15日（必着） 

３．意見の提出方法 
御意見は、郵送・ＦＡＸ・電子メールのいずれかの方法で、下記４．提出先まで御提出ください。

御意見につきましては、別添意見提出様式により、下記①～⑦を御記載ください。 
①氏名（企業・団体としての意見提出の場合は、企業・団体名、代表者名並びに担 
当部署名及び担当者名） 

②住所 
③電話番号又はメールアドレス 
④職業（企業・団体の場合は不要） 
⑤年齢（企業・団体の場合は不要） 
⑥性別（企業・団体の場合は不要） 
⑦御意見 

・意見該当箇所（頁・行）（意見ごとに記載） 
・意見（一つの意見が 200 字を超える場合は、200 字以内の要旨も記載） 

４．提出先 
国土交通省河川局河川計画課 
今後の治水対策のあり方に関する有識者会議事務局宛 
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①郵送の場合 :〒 100-8918東 京都千代田区霞が関2-1-3
②FAXの場合 :03-5253‐ 1602

③電子メールの場合 :chisuinoarikata@mht.gO.jp

(件名に、「中間とりまとめ (案)に関する意見」と明記してください。)
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見
直
し
や
宅

地
の
か
さ
上
げ
の
ほ
か
、
川
の
は
ん
ら
ん
を

触
岬
譲

前
提
に
し
た
水
害
保
険
の
設
定
な
ど
大
胆
な

対
策
も
み
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
提
案
は
こ
れ
ま
で
も
間
か
れ
た

が
、
ヨ
〓父
省
が
本
気
で
取
り
組
む
こ
と
は
な

か

っ
た
。

三
一換
を
〓
象
づ
け
る
士
一言́
ま
と
う
だ
が
、

実
は
ダ
ム
や
堤
一．■
一
こ
を
一一一率
・一「
ず
る
時
の
基

意
と
な
る
〓
昌
二
ｒ
・三
二
一暑
ネ
一誓
一三
）
は
踏
襲

し
て
お

‐Ｊ
、
一一（一
一
で
ほ
質
も
変

わ
っ
て
い
な

，
一●
う
〓
真
〓
家
（
）一．一一暑
一も
あ
る
。
こ
の
ま

ま
で
は
、
や
は
リ
ダ
ム
や
巨
大
な
堤
防
が
必

要
と
な
●
か
な
な
い
、
と
い
う
の
だ
。

さ
ら
に
気
が
か
り
な
の
は
、
検
証
す
る
の

が
ダ
ム
の
事
業
主
体
で
あ
り
、
国
の
出
先
機

関
の
地
方
整
備
局
や
水
資
源
機
構
、
府
県
と

い
う
こ
と
だ
。
ダ
ム
建
設
を
進
め
て
き
な
が

ら
、
実
現
可
４要
な
ダ
ム
代
替
案
を
出
せ
る
の

の
か
と
疑
間
を
抱
か
ぎ
る
を
え
な
い
。

検
証
で
は
、
複
数
の
ダ
ム
代
替
案
を
つ
く

り
、
厳
し
い
財
政
事
情
か
ら

「
コ
ス
ト
」
を

最
重
視
し
て
治
水
策
を
決
め
る
こ
と
に
な

っ

て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
結
局
は

「ダ

ム
が
安
上
が
り
」
と
い
う
結
論
に
導
く
た
め

の
お
ぜ
ん
立
て
に
な
り
は
し
な
い
か
。

最
終
的
に
は
国
交
相
が
判
断
す
る
こ
と
に

な
る
が
、
代
替
案
の
コ
ス
ト
計
算
ま
で
し
た

ダ
ム
推
進
の
結
論
を
押
し
戻
す
こ
と
は
、
か

な
り
困
難
だ
。

検
証
を
公
正
に
進
め
る
に
は
、
市
民
の
参

加
が
不
可
欠
だ
。
河
川
行
政
に

一
石
を
投
じ

た
淀
川
流
域
委
員
会
の
よ

つヽ
な
第
二
者
機
関

。

を
つ
く
ら
な
い
限
り
、
ダ
ム
に
頼
ら
な
い
治

水

へ
の
議
論
は
本
物
と
は
な
ら
な
い
。

１０
年
７
月
２２
日

ダム頼み検証 第三者機関での議論を

こ

<問合せ先 >

国土交通省河川局河川計画課

河川計画調整室長 7自 宏 (内線 35361)

課長補佐   舟橋弥生 (内線 35372)

代表 03(5253)8111、 直通 03(5253)8445
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[7月 5日に国土交通省河川局河川計画調整室に、提出した「ダム見直しに関する緊急提言」] 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ２０１０年 7 月５日 

国土交通大臣  

 前原 誠司 様 

「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」座長 

 中川 博次 様 

 

「ダム見直しに関する政府・議員と NGO の対話の会」 

                   事務局 水源開発問題全国連絡会 

                       （千代田区平河町 1-7-1-Ｗ201 TEL 03-5211-5429）       

共同代表  嶋津暉之 

                             同    遠藤保男 

	  

        

 ダム見直しに関する緊急提言 

	

去る 5月 10日に「公共事業チェック議員の会」と「水源開発問題全国連絡会」は 115団体の協賛を得て、
「ダム見直しに関する政府・議員と NGOの対話の会」を開催し、ダム見直しに関する提案を提出しました。 
その後、5月 28日に第 9回、6月 16日に第 10回の「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」が

開かれ、第 10 回では「今後の治水対策のあり方について 中間とりまとめ （タタキ台）」が示されました。
しかし、それには、私たちの提案がほとんど反映されておらず、ダムの見直しがどこまで客観的に行われる

のか、大きな危惧を持たざるを得ません。 
つきましては、あらためてダム見直しに関する提言を行いますので、真摯に受け止めてくださるよう、お

願いいたします。 
	

	

１	 ダムの検証作業の進め方	

（１） 第 10 回有識者会議の中間取りまとめ 

中間とりまとめではダムの検証を次のように行うことになっています。	

①	 検証主体：国土交通大臣	

②	 検証検討主体：地方整備局等、水資源機構、都道府県	

国土交通大臣が、直轄ダムについては地方整備局等に、水機構ダムについては水機構及び地方整備

局にそれぞれ検証の検討を指示し、補助ダムについては都道府県に検証の検討を要請する。	

③ 関係地方公共団体からなる検討の場	

検証検討主体は、「関係地方公共団体からなる検討の場」を設置し、相互の立場を理解しつつ、検討

内容の認識を深め検討を進める。	

④ 意見の聴取	

検証検討主体は、学識経験者、関係住民等、利水者等関係機関、関係地方公共団体の長の意見を聴

く。	

⑤ 情報公開とパブコメ	

9
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「関係地方公共団体からなる検討の場」の公開など情報公開を行うとともに、主要な段階でパブリ

ックコメントを行う。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 」	

	

（２） 中間取りまとめによる検証作業で危惧されること 

① ダム事業者自らの検証検討で真のダムの見直しができるのか 

検証検討主体は地方整備局等、水資源機構、都道府県であって、いずれもダム事業者であり、今までダム

事業を推進してきた立場にあります。そのダム事業者にダム見直しの作業を委ねて、どうしてダムの是非に

ついての客観的・科学的な検証が行えるというのでしょうか。政権交代後、ダム事業の見直しが行われるよ

うになったのは、多くの国民が今までこれらの事業者が進めてきたダム事業に問題があると認識し、ダム事

業の見直しを選挙公約に掲げた政党を昨年の総選挙で支持したからです。客観的・科学的な検証を行うため

にはその検証作業を第三者機関の手に委ねなければならないのは自明のことであって、ダム事業者自らが検

証検討を行えば、ダム推進が妥当という結論が出る可能性がきわめて高くなってしまいます。 
② 「関係地方公共団体からなる検討の場」はダム推進大合唱の場 

検証検討主体は「関係地方公共団体からなる検討の場」を設置し、検討内容の認識を深め検討を進めるこ

とになっています。しかし、現在の地方公共団体のほとんどはダム推進の立場にありますから、そこにダム

の検討を求めれば、ダム推進を求める意見に集約されることは目に見えています。八ッ場ダムを例にとりま

しょう。関係６都県知事はいずれも八ッ場ダムの推進を強く求めています。関係市町村も八ッ場ダムの推進

を唱えています。当然のことながら、八ッ場ダムに関する「関係地方公共団体からなる検討の場」が設置さ

れれば、八ッ場ダムの推進を求める大合唱の場になることが確実に予想されます。そのような場を設置して

おいて、どうして八ッ場ダムを中止に導くことができるというのでしょうか。前原大臣は再任後の記者会見

で、「中止の方針を表明している八ッ場ダムをはじめ、全国のダム事業について、予断を持たずに検証を行

い、『できるだけダムにたよらない治水』への政策転換を一層進める。」という趣旨の見解を表明しています

が、このような検証のあり方は、「予断を持たずに検証」という趣旨から大きく逸脱しており、政策転換の

実現はきわめて難しいと考えざるをえません。 

③  ダム事業の見直しを求める市民は検証作業から排除される 

ダム事業の見直しを求める市民の関係では、「情報公開を行うとともに、主要な段階でパブリックコメン

トを行う」ということしか書かれていません。パブリックコメントといってもほとんどは意見を聴きおくだ

けのことですから、検証作業にその意見が反映されることはほとんど期待できません。また、検証検討主体

が意見を聴く「関係住民等」にダム事業の見直しを求める市民が含まれているかどうかも定かではありませ

ん。ダム見直しの機運が高まってきた も大きな要因はダム事業の見直しを求める市民の声が大きく広がっ

てきたことにあるにもかかわらず、その市民を排除した検証作業で真のダム見直しが行えるとは到底思われ

ません。 
八ッ場ダムの関係都県知事らは、これまでたびたび、検証作業に知事らの意見を反映させることを主張し、

それが上記の「関係地方公共団体からなる検討の場」となっています。一方、市民団体は、河川行政の民主

化を進め、検証作業を公開で行い、様々な立場の人々が参加することを求めてきました。知事らの意見が尊

重され、市民団体の意見が無視されるのでは、ダム推進のための形ばかりの検証になることを危惧せざるを

えません。 
	

（３） ダムの検証は住民参加を保証した第三者機関で 

ダムの検証作業は、委員を公募した第三者機関によって公開の場で住民参加のもとに客観的に行われなけ
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ればなりません。真のダム見直しを行うための必須の条件です。淀川水系流域委員会は住民参加を保証した

第三者機関であったからこそ、淀川水系ダムの見直しを求めた意見書をまとめることができました。淀川水

系流域委員会をモデルとして検証作業を次のように進めていくことが是非とも必要です。 
① 検証主体は委員を公募した第三者機関とする。	

② 検証作業は公開の場で行う。	

③ 検証の会議では住民も意見書の提出と意見の陳述、意見交換ができるように住民参加のもとに行

う。	

④ 検証の結果を出すに当たって十分な議論を保証する。	

	

	

２	 補助ダムの検証について	

（１） 第 10 回有識者会議の中間取りまとめ 

補助ダムの検証検討については次のように書かれています。	

「（検証主体である）国土交通大臣が、補助ダムについては都道府県に検証の検討を要請する。」	

	

（２） ダム事業者である道府県知事の検証検討で真のダム見直しができるのか 

ダム事業者自らが検証検討を行えば、ダム推進が妥当という結論が出る可能性がきわめて高いことは 1

（２）で述べたとおりです。とりわけ補助ダムの見直しは、推進の立場である道府県知事が、国土交通大臣か

ら要請されて行う作業ですから、おざなりの検証検討で終らせてしまうことが十分に予想されます。補助ダ

ムについても住民参加を保証した第三者機関による検証作業が是非とも必要です。 
	

（３） 補助ダムの検証検討作業は国土交通大臣の下でも行って結果を公表すべき 

補助ダムは事業主体が道府県ですが、各道府県の判断だけで推進されてきたものではありません。各道府

県で実際にダム行政を取り仕切っているのは、国土交通省から道府県の建設関係部に出向している幹部（土

木部長や県土整備部長など）であって、旧政権下では国土交通省の主導の下に補助ダムの推進が図られてき

ました。国土交通大臣は、補助ダムについて国土交通省の官僚たちが行ってきたことを見直す責務がありま

す。 
さらに、地方交付税措置も含めると、補助ダムは事業費の３／４近くを国が負担していますので、国費支

出の無駄を防ぐため、検証検討の責任は国にもあります。 
したがって、補助ダムについては道府県知事に検証検討を要請するだけではなく、同時に国土交通大臣の

責任の下に、補助ダム全体計画の内容も含めて検証検討作業を行い、その結果を公表し、継続の是非を道府

県知事と協議するようにしていくことが必要です。 
	

 

３ 治水対策案の評価について 

（１） 第10回有識者会議の中間取りまとめ 

中間とりまとめではダム案とダム以外の治水対策案の評価を次のように行うことになっています。 
「	 手順としては、必要に応じ対象とするダム事業等の点検を行い、これを踏まえて、ダム案とダム以外

の複数の治水対策案の立案を行い、立案した治水対策案が多い場合には、概略評価により２～５案程度の治

水対策案を抽出し、立案又は抽出した治水対策案を環境への影響などの評価軸ごとに評価し、総合的な評価

11



 12 

を行う。 
検証対象ダムを含む案は、河川整備計画が策定されている水系においては、河川整備計画を基本とし、河

川整備計画が策定されていない水系においては、河川整備計画に相当する整備内容の案を設定する。複数の

治水対策案は、河川整備計画における目標と同程度の安全度を確保することを基本として立案する。  
今回の個別ダムの検証の検討に当たっては、こうした河川を中心とした対策に加えて流域を中心とした対

策を含めて幅広い治水対策案を検討することが重要である。 
そこで、治水対策案は、本章で示す（１）～（26）を参考にして、幅広い方策を組み合わせて検討する。 
（１）ダム、（２）ダムの有効活用、（３）遊水地、（４）放水路、（５）河道の掘削 、（６）引堤 、（７）

堤防のかさ上げ、（８）河道内の樹木の伐採、（９）決壊しない堤防 、（10）決壊しづらい堤防 、（11）高規
格堤防 、（12）排水機場、（13）雨水貯留施設、（14）雨水浸透施設、（15）遊水機能を有する土地の保
全 、・・・・・・・・・・・・・・・・・	 」 
	

（２） 代替案のメニューとの比較だけではダム見直しは困難、ダム優先の治水計画の抜本的見直しが

必要 

中間取りまとめでは、河川整備計画の目標と同程度の安全度を確保することを基本とし、ダムの代替案を

複数案用意してダム案とともに環境への影響などの評価軸ごとに評価し、総合的な評価を行うことになって

いますが、そのような進め方でダム事業の見直しが本当にできるのでしょうか。 
新規のダム計画がある水系では、今まで、ダム事業を推進するための治水計画が策定されてきました。具

体的には次のとおりです。 
①	 治水計画の目標流量を実際に観測された 大洪水流量よりかなり大きく設定して、ダムによる洪

水調節の必要性をつくりだす。	

②	 現況河道の流下能力を過小評価して、ダムが無いと氾濫するかのような計算結果を示す。	

② 河床掘削や堤防整備による河道の流下能力の増強可能量を過小評価して、ダムによる洪水調節の

必要性をつくりだす。	

③ ダムの治水効果を過大評価してダム依存度の高い治水計画にする。	

	

このように従来の河川行政ではダム計画が先にありきの、科学性を欠いた治水計画が策定されてきたので

すから、そこにメスを入れて、治水計画の抜本的な見直しをしなければなりません。それがなければ、ダム

の代替案のメニューとの比較だけでダムが不要であるという結論が導かれるはずがありません。 
	

	 そのような従来の治水計画を策定したのは河川管理者でもあるダム事業者（地方整備局等、都道府県）

です。だからこそ、１（３）で述べたように、ダム事業者にダムの検証検討を委ねてはならないのであって、

住民が参加した第三者機関によって、基礎データから洗い直して、従来の治水計画にメスを入れ、科学的、

客観的にダム事業の検証作業を進めなければならないのです。そうしなければ、ダム事業を止めるか否かは、

河川管理者（ダム事業者）の胸先三寸できまることになり、多くのダム事業にゴーサインが出てしまうこと

が予想されます。 
流域住民から提起されている問題について問題提起者とともにきちんと調査･検討をおこない、その結果

に基づいて合意形成を図ることが不可欠です。 
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４ 利水の観点からの検討について 

（１） 第10回有識者会議の中間取りまとめ	

中間とりまとめでは利水の観点からの検討を次のように行うことになっています。 
「	 検証検討主体は、利水参画者に対し、ダム事業参画継続の意思があるか、開発量として何㎥/sが必要

か、また、必要に応じ、利水参画者において水需給計画の点検・確認を行うよう要請する。その上で、検証

検討主体において、例えば、上水であれば人口動態の推計など必要量の算出が妥当に行われているかを確認

する。あわせて、利水参画者に対し、代替案が考えられないか検討するよう要請する。利水参画者において

代替案が検討された場合は、検証検討主体として、利水参画者の代替案の妥当性を、可能な範囲で確認する。 
これらの内容を踏まえ、検証検討主体は、ダム事業者や水利使用許可権者として有している情報に基づき

可能な範囲で代替案を検討する。  
その後、利水対策案を利水参画者等に提示し、意見聴取の後、利水対策案を評価軸ごとに検討し、利水対

策案について総合的に検討する。利水代替案については、以下の（５）～（18）で示すものを参考にして、
河川や流域の特性に応じ、幅広い方策を組み合わせて検討する。  
（5）河道外貯留施設（貯水池）、（6）利水単独ダム、（7）ダム再開発（かさ上げ・掘削）、（8）他用途ダ

ム容量の買い上げ、（9）水系間導水、（10）地下水取水、（11）ため池、（12）海水淡水化 、（13）水源林の
保全、（14）ダム使用権等の振替、（15）既得水利の合理化・転用、（16）渇水調整の強化、（17）節水対策、
（18）雨水・中水利用	 	 	 	 	 	 	 	 	 」 

 
（２） ダム事業者と利水参画者とのキャッチボールでは利水の代替案が出る可能性は小さい。ダム事

業を前提とした利水計画の抜本的見直しが必要 

中間取りまとめでは、検証検討主体（ダム事業者）と利水参画者が利水対策案についてキャッチボールを

して、検討することになっていますが、今まで利水参画者はダム事業者と一体となって、ダム事業推進の理

由をつくるための利水計画を策定してきました。すなわち、利水に関して利水参画者とダム事業者はたとえ

ば、次のようなことをしてきました。 
① 水道用水等の需要は増加が止まり、減少傾向になってきているにもかかわらず、利水参画者の予

測では将来の需要は増加していく。	

②	 地盤沈下はすでに沈静化しているにもかかわらず、利水参画者は地盤沈下対策として水道用地下

水を削減するための代替水源をダム計画に求める。	

③	 河川の流量に余裕があって、取水に支障をきたしたことがないにもかかわらず。	

河川管理者〔ダム事業者〕は利水参加者の水利権の一部を暫定水利権として、ダムによる暫定解消が

必要であるとする。	

このようにダム事業を前提とした利水計画がつくられ、それがダム事業を推進する大きな要因になってき

ました。そのような利水計画を策定してきたのが利水参画者とダム事業者ですから、彼らが検証検討を行っ

てもダムに代わる利水代替案がでてくる可能性はきわめて小さいといわざるをえません。従来の利水計画に

メスを入れてそれを根本から改善することが必要なのです。 
そのためには、治水についての検証と同様に、１（３）で述べたように、利水についてもダム事業者に検証

検討を委ねてはならないのであって、住民が参加した第三者機関によって、基礎データから洗い直して、従

来の利水計画にメスを入れ、科学的、客観的な検証作業を進めることが必要なのです。 
利水面においても、流域住民から提起されている問題について問題提起者とともにきちんと調査･検討を

おこない、その結果に基づいて合意形成を図ることが不可欠です。 
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５ 検証対象ダムの拡大を！ 

以上のように、「有識者会議」の中間取りまとめの内容では真のダム見直しは困難であるといわざるを得

ません。ダム見直しの考え方を基本に立ち返って再構築されることを強く要望いたします。 
さらに、検証対象ダムの拡大についても要望いたします。現在予定されている検証対象ダムは、76 ダム

（直轄・水資源機構 29ダム、補助 47ダム）であって、残りの 59ダム（それぞれ 23ダム、36ダム）は本
体工事契約済みであるとか、既存施設の機能増強事業であるとかの理由で、検証対象外になっています。 
しかし、その中には内海ダム再開発、浅川ダム、路木ダム、当別ダム、辰巳ダム、天ヶ瀬ダム再開発、鹿

野川ダム改造、湯西川ダムなど、必要性が希薄で基本的な問題を抱えるダム事業も含まれており、それらの

ダム事業もその是非を検証する必要があります。 
現在、検証対象外となっているダム事業も検証の対象とすることを要望いたします。 
	

	

６ 検証作業終了までは工事を凍結 

検証対象事業については「新たな段階には入らない」としていることから、ほとんどの工事がストップす

ることなく従来どおり進行しています。ダムが中止となればまったく不要な転流工、工事用取り付け道路等

の関連工事、八ッ場ダムの湖面 1号橋に見られる水没予定地の生活・景観を大きく破壊する諸工事、これら
の工事を凍結しなければ、公費の無駄遣いを防ぐことができず、現地は関連工事による環境と生活の破壊が

どんどん進行していくことになります。 
各ダム事業について現在進行中の工事の仕分け作業を至急行って中止後も必要となる工事と安全確保の

ための工事に限定するべきです。 
	

以上	
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5.  各地の緊迫した状況  
 
本体着工済み扱いになった補助ダムは見直し対象からはずされた上に補助金の満額交付決定により完成

に向けた工事が急速に進んでいます。その代表格である路木ダム（熊本県）と内海ダム再開発（香川県）の

状況をレポートします。次に、鹿野川ダム改造事業反対運動について記します。 
両補助ダムに共通していることは治水目的も利水目的も捏造されたもので、実態は治水・利水両面でまっ

たく必要性がないことです。県都から遠く離れていることから工事現場が人目につきにくいことも共通して

います。また、自然環境が素晴らしいところであることも共通しています。県都から遠く離れていることで、

反対運動が広がりにくいことも共通しています。 
 
１：路木ダム 
熊本空港からバスに乗って 3時間で天草市の本渡に着きます。そこから先は公共交通機関の便が極めて悪

くなります。本渡からさらに車で 30 分あまり、ようやく路木ダム予定地です。この日は前日からの大雨で
した。代替道路のはるか下を流れる路木川はなんと青い流れなのです。もちろん白いしぶきが上がっていま

したが、あれだけの雨にもかかわらず青い流れ、茶色の濁りがま

ったくありません。これには驚きました。そもそもダム予定地は

路木川が深い渓谷になっているところで自然の治水ダム機能を充

分に果たしていることが一見するだけで理解することができます。 
偶然この日は本体着工安全記念式典がダム予定地で開催される

日でした。私たちはダム予定地に立てられた大きなテントをはる

か下に見ながら（右の写真）、付け替え道路上で抗議行動を行いま

した。 
路木ダムには水没予定地内に民家はなく、反対地権者もいませ

ん。それも民家からは遠く離れていること、天草市と旧牛深市両

市境に位置していることなど、よほど強い問題意識がないと反対

運動が起きることはないな、と思えてしまうところでした。 
路木ダムの治水目的は完全に捏造されたものであることは現地

を見るならば誰もがすぐに分かることです。右の写真をご覧くだ

さい。河口から 200m の路木橋を左岸上流から見た写真です。右
岸は河口すれすれまで山が迫り、その山の向こうに広がる路木集

落に洪水が行くわけがありません。左岸側には家屋はほとんどあ

りません。 
利水も然りです。旧牛深市の人口も、水需要も下降傾向であることを熊本県も認めているのですから、新

規水源開発の意味はまったくありません。河浦地区の簡易水道については現在の浅井戸水源が洪水時に濁る

ので全面廃棄して路木ダムからの取水に切り替えるというのです。洪水時にいくらかの濁りはあるようです。

今までは何らの濁り除去装置を付けていなかったためにちょっとした濁りでも水道水が濁ってしまいまし

た。この程度の濁りであれば、せいぜい日量２千ｍ3程度の配水量ですから、小規模の膜ろ過装置を設置す
ればそれで済む話です。また、旧牛深市も旧川浦町も 20%を超える漏水を防止すれば現在の水源水量で充分
な余裕が生じます。 
治水上も利水上もまったく必要性がないことを受益予定住民に知らせることが急務と、現地の皆さんはダ
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ム中止に向けた運動の強化を図っています。 
 
2：内海ダム再開発 
高松港からフェリーで 1時間、小豆島草壁港から徒歩 30分のところで本体工事が進行しています。香川

県収用委員会がこの 7月 20日に収用裁決を下し、明渡し期日を 11月 22日としました。補助金が満額交付
決定されてしまったことから香川県は精力的に工事を進めています。 
「何としても寒霞渓と自分たちの平穏な生活を守る」、と反対派の皆さんは互いの意思を確認しあい、団

結小屋を設置しました。 
7月 18日には[内海ダム再開発緊急大勉強会]を開催しました。路木ダム・石木ダム・浅川ダムで反対運動

を担われている皆さんをはじめ、各地の水源連関係者が応援に駆けつけました。この集会で京都大学名誉教

授である志岐正常氏が地質の専門分野からみた内海ダム再開発の問題点を講演されました。同氏は講演の中

で、別当川には洪水被害の問題は先ずないこと、小豆島全体では土石流発生の問題があるが別当川流域はそ

の心配も少ないこと、万が一土石流が発生した場合はダム湖に土石流が流入して一気に水があふれ出て下流

域に大被害を引き起こすこと、その土石流発生の心配はまさにダム上流部に積み上げたこのダム工事で発生

した掘削土であること、ダム建設・中止に関わらず掘削土を直ちに除去することが必要であること、などが

提起されました。 
この集会で、国土交通大臣と香川県知事への要請書、集会宣言が提起・採択されました。27 日に香川県

と四国地方整備局に提出しました。前原大臣に対する直接要請の準備も進めています。 
前原大臣への要請書は別紙のとおりです。 

現ダム堤体のすぐ下で転流工工事が進んでいます。 
 
 
３：鹿野川ダム改造工事	 	 トンネル洪水吐設置工事の中止を求める運動 
山鳥坂ダム計画が見直し対象事業になっていることから四国地方整備局は土地の買収段階から次の段階

に進めることができず、見た目では同ダム予定地にはさしたる変化はありませんでした。 
鹿野川ダム改造については流域住民が知らぬ間に肱川水系河川整備計画策定直前にトンネル洪水吐事業

が書き込まれて事業が進められています。この事業に反対している肱川漁協との話し合いが整う前に鹿野川

ダム改造工事は始まりました。 
鹿野川ダム改造工事とは鹿野川ダムの利水容量の一部を治水容量に振り替えて治水容量を大きくするこ

とを目的としています。この改造で洪水期の制限水位がこれまでより低くなり、従前の放流施設では低水位

からの放流が不可能なため、あらたにダムの下部からの放流施設が必要ということで、ダム湖右岸にトンネ

ル放流施設を設置することになっています。これがトンネル洪水吐です。 

ダム直上流に野積みされている掘削土。土石

流の原因になるので緊急に除去を求める。  
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ダム下流部の菅田地区は無堤防地区で

あるために洪水が 1,000ｍ3／秒以上に
なると氾濫を起こします。菅田地区の流

量を 1,000ｍ3／秒に抑えるには鹿野川
ダムからの放流は 600ｍ3／秒が限度、と
いうことにしています。菅田地区の無堤

防問題が解決しない限り、鹿野川ダムの

操作は無害放流 600ｍ3／秒に縛られま
す。今のままではちょっと大きな洪水が

くると鹿野川ダムは満杯になって但書き

操作が必要になり、下流部に大規模な氾

濫を引き起こすことは避けることができません。その対策として鹿野川ダム湖の洪水調整容量を増やす、と

いうのがこの改良工事の理由です。 
鹿野川ダムに流入する水は富栄養化しているため、ダム湖は藻類が異常繁殖し、表面はアオコ、水面から

5m 下は酸欠、というひどい状況でした。肱川の鮎が水産資源としての価値を著しく低下させているのは、
この鹿野川ダム湖からの放流水の水質が劣悪なことに起因しています。 
「トンネル洪水吐ができて運用されたならば、酸欠で腐った水やヘドロが放流されて、下流の自然環境は

大きなダメージを受けるのは明らか」ということで肱川流域の皆さんは肱川漁協と共にこの工事の中止を求

めています。 
7 月 19 日にこの問題で大洲市において勉強会がもたれました。水源連事務局から遠藤がこの問題につい

てレポートすることになり、いろいろ調べました。山鳥坂ダム工事事務所も鹿野川ダム湖の水質が悪いまま

ではトンネル洪水吐からの放流はできないと認識し、ダム湖 5 箇所に曝気装置を設置して水面下 30m から
の曝気を昨年 8月から実施していることがわかりました。曝気による水質改善効果は今のところ良好といえ
るデータが山鳥坂ダム工事事務所のホームページに掲載されていました。実際に 7月 19日に現地で確認し
たところ、5基の曝気装置が稼動していて、水面にはアオコは見当たりませんでした。堆砂についてはその
速度が遅いようでトンネル洪水吐への底泥巻き込みの恐れは今のところはあまりありませんが、堆砂が次第

に進行すると、40～50年後には問題が生じると予想されます。 
ところで、この鹿野川ダム改良工事の必要性はどうでしょうか。肱川水系河川整備計画では洪水基準点肱

川橋で 3,900ｍ3／秒の洪水を流すとしています。先ずは洪水基準点肱川橋で 3,900ｍ3／秒の洪水を流せる
ように河道・流域を整備することが先決です。この 3,900㎥／秒が来る確率規模を実績流量（観測流量に氾
濫量を加算）から計算してみると、200年に 1回（＝安全度 200分の 1）の洪水であることが分かりました。
河川整備計画に定められている 3,900ｍ3／秒の洪水に対応する河道整備を行うだけで鹿野川ダム改良も山
鳥坂ダムも不要なのです。 
鹿野川ダム改造のような既設ダムの機能増強事業は見直し対象から除外されていますが、鹿野川ダム改造

事業は全く不要なものなのです。この事業を直ちに中止して、その工費 420億円を肱川河川改修費に回すこ
とを国に求めていきましょう。 
無堤防地区の対応は何も築堤だけではありません。今の菅田地区は無堤防であるがゆえにすばらしい景観

を持っています。築堤・宅防（嵩上げ、輪中堤）・一部遊水地化など、住民の皆さんが主体となって治水対

策のあり方を出し合うことから始めたいものです。 
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6.  事務局からのお知らせ・お願い  
 
1. ダム事業見直し方式、駆け込み本体着工補助ダム、この二つが緊急の課題になっています。事務局と

しても手を尽くしております。政務三役要請行動が緊急に決まって電子メール等で皆様に呼びかける

ことがあるかもしれませんが、そのときはよろしくお願いいたします。 
 
2. 石木ダムは「石木ダム絶対反対同盟」の皆さんを中心にした連日の付帯工事実力阻止行動が功を奏し

て、県は付帯工事を中断して話し合いに応じることになりました。ダムの必要性そのものからの見直

しが公開の場で進むよう、私たちとしても支援していきます。 
路木ダム・内海ダム再開発・浅川ダムは本体着工ダムとして事業が速いスピードで進んでいます。現

地の皆さんは 大限の抵抗をしています。全国の皆さんからのあつい支援をお願いいたします。お問

い合わせは下記連絡先にお願いいたします。 
路木ダム：	 「路木ダム問題を考える河浦住民の会」代表	 若杉数太氏	 電話 09088377761 
内海ダム再開発：	 寒霞渓の自然を守る連合会	 代表	 山西克明氏	 0879-82-4634 
浅川ダム：	 信州ラプソディ	 内山卓郎氏	 電話	 0262440204 

 
3. 地方整備局に国土交通大臣への要請文を提出しても大臣の目に届いていない可能性が高いのでは、と

いう指摘があります。書類をファイルにして表紙をつけて大臣にも直接提出または送付する、さらに

は、そのファイルを地元の国会議員に手渡して内容を理解してもらったうえで、大臣への提出を依頼

するなどの工夫をそれぞれしていただければと思います。
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	[資料：国土交通大臣への要請書]		

国土交通大臣 
前原誠司	 様 
 

内海ダム再開発事業への補助金交付の見直しと	

事業認定取り消しを求めます。	
 
貴職は内海ダム再開発事業を「本体工事契約済み」として、見直し対象事業から除外し、平

成 22年度の同事業への補助金を香川県の申請額に対して満額交付することを決定しました。 
一方、私たちはこの事業はまったく不要な違法事業であるとして、事業認定取り消しを求め

る裁判と提訴しています。 
事業認定処分を受けた香川県は収用裁決申請を収用委員会に求めました。収用委員会の審議

は 5月に結審し、事業認定取り消し訴訟のさなか、この 7月にも収用裁決処分が下されようと
しています。（7月 20日に、明渡し期日を 11月 22日とする収用裁決がされた。） 

 
補助金満額交付決定と事業認定取り消し訴訟、この二つはこの内海ダム再開発事業への国の

責任の取り方、すなわちその責任者である貴職の判断次第でいかようにもなる問題です。 
そもそもこの事業が建設事業として採択されたのは平成 14 年度であり、国土交通省が補助
ダムとして採択したのは平成 17年度のことです。「何が何でもダム優先」の河川行政時代のこ
とでした。民主党を主とした現政権になった今日、河川行政は『ダム依存』＝『コンクリート

依存』から	 『極力ダムに依存しない』＝『人間 優先』に脱皮を図っています。 
 
建設事業・補助ダムとして採択される当初から私たちは、その目的としてあげられている治

水・利水の必要性はまったくの虚偽（でっち上げ）であることを明らかにしてきました。そし

て、不要なダム建設によって寒霞渓の景観が壊されてしまうこと、異常なまでにダム本体と接

近した位置に生活している居住民は同ダムの地質が脆弱であることからの堤体倒壊の恐怖に

常にさいなまれること、税金の無駄遣いであること、などからこの事業の中止を求めてきまし

た（後ろに添付した別紙をご覧ください）。 
 
私たちは、私たちへの真摯な対応を拒否し、嘘に嘘を上塗りして、この事業を強権的に推進

している香川県に対して、当事業の中止を求めていますが、補助金満額交付を決定した国に対

してもその責任を問わせていただきます。 
そもそもこの事業を補助ダムとして採択した際にどれほどの審査がなされたのでしょうか。

しっかりと調査・審査を行えば、採択時に県から提出された補助ダム採択申請書類に、特に当

該事業の必要性に関する説明資料に虚偽が書かれていたことが分かったはずです。その後の県

の対応が住民無視そのもので、説明責任をまったく果たしていなかったことも国は認識できた

はずです。 
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今からでも遅くはありません。いや、今でないと取り返しが付かなくなります。 
私たちは、貴職が先頭に立って当事業への国側の責任者として、当事業の徹底見直しをされ、

事業認定処分の取り消しと、補助金交付撤回の英断を下されることを要請いいたします。 
 

2010 年 7 月 18 日	

寒霞渓の自然を守る連合会	

	 同会主催の「７.18 新内海ダム計画大勉強会」参加者一同	

 
連絡先 
香川県小豆郡小豆島町神懸通甲 1689-2	 寒霞渓の自然を守る連合会	 山西克明 
	 	 電話	 0879-82-4634 
 

 
  
 
 

 
私たちはこの修景盛土に接したところに居住しています。 
地質脆弱ゆえの堤体本体倒壊の恐れに慄く生活を強いられるのです。 
寒霞渓を仰ぎ見ることもできなくなります。 
それもまったく不要な新内海ダムによることなので、この事業を許すわけにはいきません。 
ご高配たまわりますよう、心からお願いいたします。 

香川県の「別当川総合開発事業	 内 海 ダ ム 再 開 発」	 平成 22 年	 完成
イメージ（10年後）より引用	  
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巨大内海ダム建設中止を求める私たちの考え方 

１、「今の堰堤が沈下、地震で危ないから造り替える」と県が始めた巨大ダム計画。	

・	 「巨大な新内海ダム」は、もっと地震に弱く、決壊すれば多くの人命を失う恐れ。 
・	 堆積地で地盤が軟弱。堰堤の高さは２倍になり、沈下が速くなる恐れがあります。 

・	 早明浦ダムより長く、黒四ダムに比肩する長い堰堤が途中で小山をまたぐ、世界に例の無い変形ダムなので、

堰堤各部の沈下速度の違いから決壊の恐れがあります。 
・	 堰堤の真下に３本の断層があること、ダムの両端は花崗岩が風化したもろい山であることもダム決壊への恐

れをつのらせます。 
・	 別当川の新内海ダム下流域には、堰堤直下 200ｍから２km 下の内海湾までに人家約 1000 戸、3000 人が暮
らしています。決壊した場合、逃げる暇がありません。 

・	 景観修復のために、ダムのコンクリート壁下方に１５万トンの盛り土と植栽の計画が出たが、盛り土は人家

に 10～20ｍまで迫り、大雨で地滑りして人家が埋まる恐れが大きい。 
 

２、小豆島では、水不足は解消され、将来的にも心配はない見込みです。	

	 平成９年の吉田ダム完成で、島内ダム貯水量が２,５倍となって以来、取水、給水制限は一度もありません。
香川県が渇水で早明浦ダムの水位０報道の時も、吉田ダムは 200日分を超える貯水量がありました。 
	 県、町の水需要予測は過大です。島の人口は減り続けているのが現状です。別当川流域は、約８割の家に井

戸があり、田畑にも数多くの池(野井戸)があります。 
	 大雨時に溜まった水は淀み、夏場は特にカビ臭がつきます。別当川流域は寒霞渓に源があり、各地区の簡易

水道も寒霞渓に源を発するきれいな水です。この個別水源を守り利用する方がきれいな水が使え、災害時対策と

しても有効です。 
 
３、巨大な新内海ダムは治水対策として有効ではありません。	

	 巨大ダム計画のある別当川は S４９、５１年度の集中豪雨の際も死傷者はなく、多数の死者が出た島内の他
の川に比し、被害は軽かったのです。 
	 土石流の出た地域の被害は水系が異なるので、このダム計画では防げません。 
	 下流域の台風時の浸水は巨大ダムではその大量放水と高潮で一層ひどくなります。 
	 H１６年の台風でひどい高潮被害を受けており、高潮や津波対策の方が急がれます。 
 
４、国立公園寒霞渓のすばらしい自然環境、

景観を破壊します。	

	 奇岩怪石の渓谷美を誇る寒霞渓は、明治時代に

島の先覚者が私財を投じて、他国の買収から守った、

ナショナルトラスト先駆けの地であります。 
	 その麓、寒霞渓への道中に今のダムの２倍の高

さ 42ｍ、長さが早明浦ダムより長い 447ｍもの堰
堤のコンクリート壁が立ちはだかるのです。 
	 また、生態系としての環境保全の必要性が認識

されるようになった現在、山、里、海の間の循環を

破壊して、山頂付近だけの保全がはかれると考える

のは無理があります。 
 
５、国民、県民の１８５億円もの血税をこの事業に使わせては申し訳ありません。	

	 国がタダで造ってくれると言う人がありますが、県も町も応分の負担をしなければなりません。県民の税金

で、大手ゼネコンを潤すだけです。 
	 四国の水瓶、早明浦ダムより堰堤は長いが、貯水量は 300分の１と効率悪く、渇水時には水が溜まらないダ

ムです（山頂からダムまでわずか２km。狭い谷川で湧水もなく、ダム底は礫で水が抜ける恐れがある）。 
 
６、まだ新ダム本体工事は始まっていません。今ならまだ間に合います	

	 寒霞渓への道路付け替え工事が、森林を破壊し、急峻な山肌を削り、盛り土をして進められ、環境を破壊し

景観を損ね、川へ濁流が流れ込み、すでに地元民を危険にさらしています。	  
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1. 	 	 新内海ダム大勉強会に  

	 	 	 	 	 	 	 	 志岐常正先生をお招きして	

寒霞渓の自然を守る連合会	 山西克明	

	

	 平成２２年７月１８日（日）快晴。地質学の泰斗・京都大学名誉教授志岐常正先生を新内海ダムが計

画進行されている島、二十四の瞳とオリ−ブの小豆島へお招きしての大勉強会にのご案内をさしあげま

したところ、路木ダム、石木ダム、浅川ダム等の諸先輩がご多忙にもかかわらず駆けつけて下さり、各

ダムの問題と現状をご報告下さいました。	

	 地元香川県下、と全国から約１２０人以上の方々に参加いただく大会となりました。私たち地元のボ

ランティアの方々の熱烈なご協力により受入れ準備を致しましたが、準備不足や不慣れなため大変失礼

な点があったのではと心配でしたが、参加者全員のご強力で盛大に敢行することが出来ました事を主催

者側として厚くお礼申し上げます。	

	 なかでも、会場借用後大会開催２週間前になって行政（町役場）からダムに関する大会には会場であ

る草壁公民館は貸せないと言われて大騒ぎになり、兼光弘幸弁護士の弁護により借りられる事になった

等々色々とアクシデントも今は笑い話であります。	

	 新内海ダムと小豆島の概略を簡単にご紹介申し上げますと、島の位置と特徴は東瀬戸内海にあり、淡

路島の西で同島に次ぐ２番目の大きさの島であり、周囲は約１２０km 人口３万１千人で２町からなり

西から土庄町・小豆島町で県立高校２校。産業は醤油・佃煮・素麺・オリ−ブ製品・石材・観光、生産

高約１０００億円強。島の形は子牛が頭を西に両足を南にして横たわった様であり、中央部に島の割に

は以外意外に高く大きな約８００m 高の２つの山頂と東西に連なる山脈を成すため平野は少なく、山岳

からすぐに海岸に繋がる傾斜地が多く、耕作地が少ないく、耕作地に稲作の半分は棚田であります。	

	 島の観光の中心となる景勝地は国立公園第一号に指定された瀬戸内海国立公園の寒霞渓の絶景です。

日本３大渓谷の１つと数えられ、春の新緑と秋の紅葉は奇岩、怪石と相まって前総理大臣の鳩山由紀夫

夫妻が４年前に訪れ、世にこれほどの絶景は稀であろうと言わせた所です。観光客は年間８０万〜１０

０万人の来島記録があるとの観光協会の言です。山頂からは、北は岡山県と中国山脈、南は四国山脈、

東は淡路島・鳴門・明石海峡、西は備讃世瀬戸が望めます。	

	 さて問題の新内海ダムは、この寒霞渓の山頂から南を望むその麓に誠に醜く景観を壊しながら進んで

いるのです。正にミスマッチと申しますか百人が百人「何故」と申します。説明をすればするほど「何

故こんなところに」「水不足は平成９年以降は断水もないと聞いているが？」と観光客からも不審がら

れるのであります。現在は観光客の全員が「あの余計な工事は何をやっているのか目障りだ」と申しま

す。説明すればする程お客様が怒ります。それもその筈、西日本一の長さの堰堤４４７m の長大な人工

物が自然景観の中央を直線に横切り、民家へは１５０m も離れていないのであります。	

	 工事の前に行政から、現在ある１４０m 程の堰堤は沈下したりひび割れがしている。阪神大地震の同

等の地震が来たら壊れるかも知れないので修理をしたい。ついてはボ−リングを承知賛成してほしいと

取り入り、反対署名が始ると「村八分」と言いながら、行政は賛同のアンケ−ト・署名を集め、８０％

の人が参加賛同・賛意を示したと今でも「金科玉条」としているのです。国交省の決断を促すため偽証

を書面にし、計画予定地区で６８人の死者が出ている地区なので早急に許可をなどと偽証を書面にして

促した。後に、死者は当該地区ではなく実は全島各所の２年間に渡る累計であり、誤りであったと県議
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会議長が、国交省へ訂正文を送るなど言語道断の振舞いをして強引に進め、国交大臣が少しでも予算を

渋る様なれば、「大臣は違法扱いになりますよ」と脅迫まがいの発言までして勝取った新内海ダムなの

です。	

	 志岐先生は「客観的に見て不要なダムと思える」「環境破壊を行って人工的な二次災害の種を沢山造

り出している」「阿蘇火山帯の上に乗っている地質をもっと真剣に考えるべきで、地質的にも 良とは

言えない」と申されております。	

	 詳しくは先生からいずれ報告があることと心待ちに致しております。今大会には全員の皆様に絶大な

ご協力を得て可能になったことを 後に申し上げ、大会のお礼とさせて戴きます。	

	 なお、自然を愛する仲間の希望が一日も早く叶う事を共に祈ります。	

	

香川県収用委員会は 7月 20日に収用裁決を下しました。その裁決によると、私たちの土地と立木などを
11月 22日を期限として明渡せ、としています。もちろん私たちは拒否します。弁護団の皆さんに協力願っ
て法的措置をとると共に、さまざまな運動を展開していきます。皆様もぜひ、現地にいらしてください。団

結小屋でお待ちしております。 

	
18 日の午前中に現地検証される志岐正常先生  
 

 
団結小屋で皆さんをお待ちしております。  
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木曽川水系連絡導水路・長良川をめぐる近況報告	

長良川市民学習会	 武藤	仁	

 
河口堰ゲート開放が市民世論に	

長良川市民学習会と藤前干潟を守る会の代表が呼びかけた「市民による豊かな海づくり大会」は、み

なさまのご支援で成功しました。お礼を申し上げます。 
大会 1 日目 6 月 5 日（土）、長良川国際会議場での講演・シンポジウムには定員を大幅に超える 180

名の市民が参加。翌日新聞各社はその様子を報道しました。午前の向井貴彦先生の「長良川の魚は今」

と山内克典先生の「河口堰と長良川」の講演は、海と断絶した長良川がかかえる問題を浮き彫りにしま

した。また、午後のシンポジウム「豊かな川から豊かな海へ」は、多彩なパネラーの登場で、長良川流

域の状況と文化を学び・確認しあうものとなりました。夕方は 50 名を超えるみなさんが川原に出て、
バーベキューを楽しみました。お酒も進み、歌も飛び出し流域の交流を深めることができました。 
大会 2日目 6月 6日（日）は長良川に触れ、

長良川と遊び、長良川を学ぶイベントの日です。

天気は良好。「ラフティング」「水辺観察会」「釣

り大会」「まちめぐり」多くの子供の参加もあ

り参加者は 80 名を超えました。それぞれのコ
ースで、長良川の素晴らしさ、魅力を体感する

取り組みとなりました。 
天皇を迎えて６月 12・13 日に計画された「第３０回全国豊かな海づくり大会・ぎふ長良川大会」を

前に、私たちは河口堰問題に目をそむけて「清流がつなぐ未来の海づくり」（大会テーマ）はありえな

い。今こそ、ゲートの開放を！を合言葉に私たちは流域の 9市民団体で「市民による豊かな海づくり大

朝日新聞夕刊 2010.5/29	
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会」実行委員会を今年 1月にスタートさせました。稚アユ調査（2月）、河口堰でヘドロを見る会（4月）
等のプレイベントの開催・岐阜県への要請行動も行い市民にアピールしました。そして、ねらい通り、

河口堰ゲート開放問題は確実に市民議論になりました。 
岐阜市長は５月 24日記者会見で「河口堰ゲート試験開放、有効」の姿勢を初めて明らかにしました。

ゲート閉鎖で深刻な漁獲量減少に危機感をもった長良川水系の漁協 7団体が「海づくり大会」を目前に、
民主党に対し「ゲートの試験開放」を求める陳情書を取りまとめるという注目する動きも生まれました。

そして「市民による豊かな海づくり大会」の 2日後の 6月 8日、古田岐阜県知事は、私たちの要請書に
対する回答ともいえる内容で、ゲート開放に関して「当面は現状のまま定期調査の結果を注視していく」

とのコメントを発表しました。世論の盛り上がりを無視できなくなった結果の定例記者会見でした。 
6 月 12・13 日の「全国豊かな海づくり大会」にゲートを開放するという「願い」は実現しませんで

した。しかしゲート開放の市民世論は確かなものとなりました。5月 29日朝日新聞夕刊が『河口堰「開
放」議論再び』、7月 9日中日新聞が『「堰も開放」高まる機運』のタイトルで世論の盛り上がりを大き
く報道しました。 
市民による豊かな海づくり大会実行委員会は、この機運をさらに広げるため今年 10 月名古屋市で開

催される COP１０でも河口堰問題をアピールしようとしばらく活動を存続させることで合意しました。 
	

目が離せない導水路をめぐる状況	

導水路事業をめぐる状況は厳しいものになっています。事業「凍結」の名のもとで建設を前提にした

環境調査費５億円が予算化されるとともに、前原国交大臣は成り行きを「有識者会議」に「お任せ」状

態にしています。私たちは、「導水路はいらない！愛知の会」と共同で前原大臣に対し「導水路事業の

速やかな中止」を求める要請書を 3月 9日中部地方整備局に提出し市民にも訴えました。 
「有識者会議」の中間報告案によると、「関係自治体との検討の場を設ける」「利水関係者からも意見

を聞く」等、ダム推進の結論にまっしぐらに進む様相です（今日ダム問題をここまで深刻化させたのは、

要らない水を厚顔無恥にも「要る、要る」と言い続けてきた無責任な自治体当局の姿勢です）。民主党

政権の「政治主導」の意気込みはどうなったのでしょう？危ない状況です。 
一方「凍結で導水路問題は終息」

のムードが市民に広がる中、6 月 2
日岐阜県庁において県議会水資源対

策議連主催で「導水路建設促進大会」

が開かれ約 200人が参加。古田知事も
来賓としてあいさつ。木曽川水系三県

の関係自治体も参加。導水路撤退を表

明した河村市長の名古屋市の担当者

も参加したとの報道がありました。 
長良川市民学習会は、導水路問題が

市民の目から離されないよう、今回の

参議院選挙で導水路、河口堰問題につ

いて岐阜選挙区の予定候補者５名に

対し公開質問状を提出しました。導水

路事業に対して、「速やかに本工事着

中日新聞 2010.６/３	
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工し、事業を推進すべきである。」と答えたのは渡辺

さん（自民）、「今年度予算の執行を凍結し、地元を中

心に計画の見直しを行うべきである。」と答えたのは

山下さん（民主）、「事業を中止し、事業計画を白紙に

戻すべきである。」と答えたのは小見山さん（民主）

と鈴木さん（共産）でした。 
選挙の結果当選したのは、渡辺さんと小見山さんで

した。渡辺さんは東濃・可茂地域の水不足解消を理由

に導水路の必要性を訴えています。今後「導水路は渇

水に有効」論の誤りを伝えていく取り組みが必要です。 
また、選挙期間中、中日新聞が岐阜県内有権者に対

し「民主党政権が木曽川水系導水路事業を凍結したこ

とについて」アンケートをとった結果、「評価する」

が 23.1％、「評価しない」が 20％、「どちらでもない」
が 49％で半数近くに達しました。政権の姿勢の「揺れ」
と歯切れの悪い「凍結」状態が一般市民に導水路問題

を分かりにくくしているようです。 
事実を明確に歯切れよく分かりやすく地域から発

信する市民運動が、今私たちに求められています。 
	

	

	

 

導水路事業の速やかな中止 

         と 

河口堰ゲートの開放を！ 

中日新聞 2010.6/25	
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無駄ダムが地方財政を破綻させる（続き）

「治水対策」がおざなりになって犠牲者を出す岐阜県

７月１５日、木曽川の支流・可児川で氾濫（溢流）が起こり、３名の方が犠牲となった。溢流が起こ

った場所はこの規模の河川としての標準である「１／５０」の改修は終わっていた。だが溢流した箇所

のすぐ下流の狭小部は未改修だった 「下流優先原則」を無視して上流だけ改修し （上流を先に改修し。 、

たら余計に緊急を要する）下流は放置されていたのだ（可児川全体としては河川整備計画も未策定 。な）

ぜこんなことが起こるのか？ もちろん「行政の判断ミス （＝今本博健さん）もある。しかし、岐阜県」

に暮らしていると「余りの重症金欠病により、当たり前の判断ができない」のを感じてしまう。河川技

術者の判断としてはマズイと思っても、他の選択が「できない 「徳山ダムの悲劇」は実に根深い。」。

岐阜県の徳山ダム建設費負担総額が１１５７億円にのぼることは前号でも紹介した。その後、この数

字の詳細をエクセル表を作って貰った。表全体では厖大なので、そこから 年度（ 年度）から、H16 2004
新規利水（上水・工水）分の支払いが終わる 年度（ 年度）支払いを眺めてみる。繰り返すが新H45 2033
規利水の償還分を一般会計から直払いをしているのは日本中でも岐阜県だけだ－どう考えても地方財政

法６条違反（裁判所は私たちの主張を蹴ったけど 。一般会計は逼迫していて県債で穴埋めをしているか）

ら「償還分」としての利息と「県債」としての利息の二重払いをすることになっている。なお、徳山ダ

ムの正式な「完成」は 年。まだ建設費（治水分）の直轄負担金を払っている。その後にも治水分の2011
支払いが残るのは「特定事業先行調整費活用事業 （特発）なるローンを組んだから。」

交付税措置後年度 総額 うち治水分 うち上水・工水分
金額（千円）Ｈ１６ 5,630,963 4,946,141 684,822

Ｈ１７ 4,592,854 4,048,149 544,705

Ｈ１８ 4,256,203 3,794,407 461,796

Ｈ１９ 4,112,308 3,651,305 461,003

Ｈ２０ 3,885,774 1,139,780 2,745,994

Ｈ２１ 3,788,009 1,026,787 2,761,222

Ｈ２２ 3,985,071 1,220,255 2,764,816

可児川溢流でで３名が流されるＨ２３ 3,994,904 1,239,059 2,755,845

Ｈ２４ 3,551,110 818,926 2,732,184

Ｈ２５ 3,541,505 834,144 2,707,361

Ｈ２６ 3,523,116 839,185 2,683,931

Ｈ２７ 3,500,702 841,115 2,659,587

Ｈ２８ 3,479,716 845,542 2,634,174

Ｈ２９ 3,405,058 798,825 2,606,233

Ｈ３０ 3,354,068 773,525 2,580,543

Ｈ３１ 3,309,973 755,676 2,554,297

Ｈ３２ 3,255,757 721,166 2,534,591

Ｈ３３ 3,198,476 691,092 2,507,384

Ｈ３４ 3,148,552 651,518 2,497,034

Ｈ３５ 3,099,614 616,883 2,482,731

Ｈ３６ 3,040,283 573,295 2,466,988

流木をかき分け、険しい岩場を歩いてＨ３７ 2,983,439 531,141 2,452,298

行方不明者の手掛かりを探す捜査員Ｈ３８ 2,821,914 383,200 2,438,714

＝２１日、岐阜県可児市の木曽川でＨ３９ 2,695,284 264,709 2,430,575

Ｈ４０ 2,657,294 242,454 2,414,840

Ｈ４１ 2,534,833 143,244 2,391,589

Ｈ４２ 2,499,234 123,353 2,375,881

Ｈ４３ 133,770 109,819 23,951

Ｈ４４ 107,260 92,844 14,416

Ｈ４５ 83,184 77,575 5,609
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- 2 -

年度は徳山ダム事業費大幅増額の年 「無い袖は振れぬ」と言いながら、治水分だけでこの年に実2004 。

に５０億円近くも払うことにした梶原拓前知事の「大英断 。その 年１０月には、２３号台風で岐」 2004
阜県内各所で大きな水害被害があったことを思えば（その復旧も完全には終わっていない 、改めて憤り）

を覚える 「無い袖」なのだから借金で払った（県債 。この借金返済が 年度（ 年度）までかか。 ） H54 2042
る…まさに「孫子の代までツケを残した」ことになる。

河川課予算の中でも徳山ダムの支払い分は一種の別枠ではある。だが河川課からの支出であるには違

いなく、岐阜県の超苦しい財政の中で、他部局から「河川課だけ特別扱いするの不公平だ」と非難され

る。その結果が下の惨状なのだ（下のグラフには、水の償還金は入っていない 。）

個々に上がっているのは河川課「らしい」支出であり、治水のため、といえなくもない（治水上、役

に立たず、環境破壊になるようなのも幾分含まれているが 。 それにしてもどんどん減って 「極小」に） 、

なっていることは見て取れる。岐阜県では「金がないから治水対策ができない」のだ。

そんな状況下での今回の悲劇である。

荒崎地区のような床上浸水の水害が常襲する地域にも、いわば「バンソウコウを貼る」類の対症療法

しかできていない。今回の可児川のように「下流が狭小で危ない」と分かっていても、対策をとる「お

金がない 。脆弱な堤防も何ら手当されないままになっている。」

役に立たない徳山ダムに巨費を投じたがゆえに、岐阜県民は「水害被害に脅えている 「命の危険に晒」

されている 。何ということ！」

徳山ダム建設中止を求める会 近藤ゆり子10.07.24
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いま、八ッ場の現地で起きていること	
 

八ッ場ダムをストップさせる市民連絡会  
	 	 	 	 	 	 	 	 神原禮二 

 
	 7 月、川原湯温泉の老舗旅館「高田屋 11 月に休業」との記事が、地元紙と全国紙の群馬
版をにぎわした。「先の見通しがまったく立たない中で、これ以上赤字を垂れ流すと再出発

の道が閉ざされる」旅館組合長でもある豊田明美社長の弁だ。かつて 20 軒以上の旅館が立
ち並んだ温泉街も、灯をともすのは僅かに 5 軒。生計すらおぼつかない現状で「頑張れ」
の言葉は呑み込まざるを得ない。  
	 昨年 8 月政権交代。明けて 9 月、前原国交大臣は早々に「八ッ場ダム中止」声明を出し
た。時をおかず 1 都 5 県知事と地元の猛反発が起こり、八ッ場ダムは迷走を始めた。  
政治問題をはずせば、地元住民の本音は「ダムの有るなしは関係ない。生活再建を早く

して欲しい」に集約される。それだけに迷走の罪は重い。  
	 一方で、温泉街の山側と対岸につくられる代替地と国道・県道・JR 吾妻線の付け替え工
事の槌音は高い。ダム本体は中止しても、その他の工事は「生活再建関連」の名の下に進

められているからだ。でも、この活気も政治の迷走によるものでしかない。考えるまでも

なく、ダム本体ができなければ、ダム湖に沈む土地も住民も国道も県道も鉄道もない。現

在進められている「生活関連工事」は、ダムの完成を前提としたものだから混乱する。本

来ならダム中止を前提に「いらなくなる工事」「それでも必要な工事」「破壊された水没予

定地を回復する工事」などに仕分けしてから行うものだ。それよりも何よりも「ダム中止

後の生活再建支援法」を成立させ、地元住民の「明日への道筋」を明らかにしなければな

らない。  
 
	 水没地域の住民が移転する代替地や道路・鉄道の工事も、本来ならとうに終わっていな

ければならない。原因はさまざまだが、地質の悪さが工事を遅らせる大きな要因になって

いる。  
八ッ場地域の地質は浅間山の火山活動でつくられた。火砕流による岩屑、火山灰などに

よるものだ。その上、高温の温泉熱で変質しているから岩盤も極めてもろい。この悪条件

のもとで V 字形の斜面の中腹に住宅地をつくり、道路や鉄道を移設しようというのだから
無謀としかいえない。  
両岸に対峙するようにある代替地は山側に国道と県道を走らせる。谷側は幅 100 メート

ル程の平坦な宅地が広がり、山を切り崩した斜面 (法面 )も余裕の傾斜角を持っている。とこ
ろが、この斜面を格子状のコンクリートで固めるが動いてしまうのだ。それではと、アン

カーボルトを打ち込んで鎧のように固めてもまだ治まらない。あの十字架で有名な 2 号橋
も、両岸の道路が取り付けられずにいるのだから「完工」のお祭り騒ぎもうら悲しい。  
平坦に造成された宅地も安全とはほど遠い。地形や地質の悪さに政治の不誠実という人

災が重なっている。  
①幾筋もの谷筋を埋め立てた盛土は も厚いところで 30 メートル以上に及ぶ。  
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②しかも谷を埋めながら、造成地の安定計算では地下水の存在を見ていないのだから恐

れ入る。  
③代替地全体を支える谷側の斜面は岩石を積上げたロックフィル工法で、見た目には壮

観だが、肝心の岩石は火山灰などが固まった凝灰岩だから、厳しい寒暖の差と風雨によ

り既に侵食が始まっている。  
④極め付きは「宅地防災基準」の違反だ。新潟中越地震の後、宅地造成の安全基準が見

直され、2007 年「宅地防災マニュアル」が施行されたが、代替地の安定計算はそのマニ
ュアルの安全基準に適合していないのだ。  
 
現地の人々は、縄文の昔から吾妻渓谷に暮らしてきた。だから、どこが地すべりを起す

のか、どの谷筋が土石流を起こすのかは肌で感じ取れる人たちだ。代替地や道路の危険性

についても、現地の人々は感じ取っているに違いない。しかし、ダムへの疑問の声が封じ

られたこの地域社会では、｢危険だから厭だ｣「元の場所で暮らしたい」の声は上がらない。  
この春、長野原町の町長選は「ダム推進」の町長が無投票で再選された。7 月の参院選

では、ダム推進の候補が圧勝した。それ見たことかと、旧勢力は鬼の首を取ったかのよう

に気勢を上げる。しかし山間の閉ざされた地域に生きる人たちに「否」の一言は胸の底に

澱のように溜めるしかない。時は容赦なく流れる。人の命には限りがある。  
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（「八ッ場あしたの会」のホームページから転載）	
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建設推進大合唱とダムの寿命 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 静岡県	 太田川ダム研究会	 岡本	 尚 
 

	 政権が交替し国土交通大臣がダム見直しを打ち出して以来、各地の知事やそれを取り巻く地方政治家連か

ら建設推進の大合唱が起こっている。しかし、ここで少々頭を冷やして考えて欲しい根本問題がある。これ

らの諸公はダムを一旦造ってしまえば何時までも保つものと思っておられるのではないか？ 
	 コンクリート構造物の寿命には３つの考え方がある。 
１.	経済的耐用年数＝減価償却資産としての法定耐用年数：財務省の基準は８０年。 
２.	機能的耐用年数：たとえばダムの場合なら堆砂で機能が果たせなくなる場合。（全国６１８基のダムをし
らべたところ、堆砂実績が予測を上回ったケースが６割で、計画値の２〜１４倍に達した例が３０％を占

める。新潟大、渡辺	 2004年）。 
３.	物理的耐用年数：１.、２.よりは長くなくてはならないが、鉄筋コンクリートの場合１９６４年以後セメ
ント原料の変遷、骨材の粗悪化、水増し工法等のため、それより短い場合が続出し大きな問題になった（故

小林一輔著「コンクリートがあぶない」岩波新書 616）。鉄筋を一部にしか使用しない重力式コンクリー
トダムの場合どうなるかには定説がない。 

これらを総合的にみて、ダムの「寿命」は長めに見積もっても１００年程度と考えられる。筆者はダム年鑑

（０６年版）のデータからある大きさ以上の各種コンクリートダムだけに限っていつ頃どれだけのダムの寿

命が切れるかを数値化してみた。それによると今世紀の末には全国で１１１４基が竣工後約１００年以上に

達する。今世紀始めに既に７５年から１００年経ったダムは１９基、今世紀半ばには現存する４０７基のダ

ムが８５歳を超える。ところが老朽化し、大量の堆砂を抱えたダムを下流域の人命や環境に被害を及ぼさず

に撤去するにはどうしたらよいかの研究は緒についたばかりで、方法は確立しておらず、どれだけの費用が

かかるのかもわかっていない。このままダムを造り続けるとどうなるか、全ての国民が考えねばならない宿

題ではないか？ 
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簾舞ダム（旧藻岩ダム） 

戦前の藻岩発電所	 	 朝鮮人ら 34 人犠牲	 	

	 サツポロの飲み水をつくつたタコ部屋の悲劇	
吾妻川流域研究会	 上野	 英雄	  

	 私は、「鎖塚」といわれる囚人たちが鉄鎖につなが

れつくつた国道 39 号線の北見で生まれた。網走~旭川
を結ぶこの道は、網走、空知の監獄の囚人 1000 名を
動員し、6 ヶ月で完成した。死亡者 238 名。これは、
囚人の死など届けには及ばずといった時代の精神をよ

くあらわしている。民衆史は、こうした人権、労働、

貧困、抑圧の実相を伝えている。北海道は、日本の「近

代化」に伴う資源、食料などの供給基地「植民地」で

もあつた。ダム、発電所、道路、飛行場、炭鉱、鉱山な  
ど多くの国策、公共事業建設の陰に人権無視の秘話が隠されている。 
1990 年、JR 東日本が、信濃川に発電所を新設取水量が毎秒 317 トンに倍増した。日本一
の大河は慢性的水枯れで、夏場は、ひざした 30 センチしか水が流れない。水温は、30 度
近くになり、魚は、すめない。太平洋戦争時代、信濃川は、東電と鉄道省の発電計画が競

合した。土建業界が、入札に絡み、現金がまつた。これらの代償が川原砂漠であった。  
08 年、国交省が、JR の 270 項目の不法取水を認め、不正取水は、1 億 8000 万トンにたっ
した。  
	 問題の宮中ダムは、浅河原調整池から千手発電所へ水が行く。この電力は、首都圏の山

の手線の電車用だ。私は、何度もエコツアーをやりながら、佐藤泰治先生（六日町の研究

者）に指摘されるまでは、浅河原調整池の中国人俘虜の強制労働を知らなかった。氏は、「十

日町に 43 年にはすでに 100 人もの捕虜収容所があつたらしい」と研究を進め、日本軍によ
る資料の隠滅を指摘される。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 

	 「そう、藻岩発電所—。これは話題になっている 1939 年の強制連行のことだけど、朝鮮人もたく

さんいたみたい。これ、いつごろのこと？昭和 9 年から 11 年にかけて、西暦だと 1934 年から 37 年、

丸 3 年ーでも強制連行と少しもかわらないのよね。~先生ね、北海道の歴史を中心にした社会科の副

読本を作りたいらしいのよ。それで、「郷土を掘る会」にはいって、こうして自分の足で歩いて、自分

の目で確かめて、歴史を掘り起こし勉強しているの—。」（台本、『いまも聞こえる藻岩の叫び=北電
藻岩発電所建設工事の陰に。俺は人間だ！』作：ちばくに子、演出：志村智雄、前進座	 より）  
 
	 札幌市南区の北電藻岩発電所の建設工事で犠牲となった朝鮮人労働者の労働、暮らし、生活を

描く市民劇が、8 月 29 日 6 時半、北海道朝鮮学校の生徒や市民、大学生ら若者 50 人らにより札
幌市教育文化会館で上演される。  
	 主催は、『いまも聞こえる藻岩の叫びを見ようとする会』（堀口晃代表）。今回は、「札幌郷土を

掘る会」などの調査と研究、歴史的体験に学びながら、日韓併合 100 年を機に、長年芝居に取り
組んできた木無喜太郎さんらが計画、『観ようとする会』を作り、オーデション、現場見学会など

を進めてきた。その情熱は、深い人間愛に裏打ちされた歴史への招待状といえるだろう。又それ
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に答えるように若者の輪と熱気が広がるようだ。  
	 厚みをもった歴史への参加、歴史の非連続の中につながりを再発見していく、あるいは、新し

いアジアの協同といえるのだろうか。その発信力は、札幌から、全国の水辺に、公共事業の現場

へ、差別と人権をこえて新しい市民社会の構築の試みといえる。地域の歴史を検証する道産子と

朝鮮人たちの尊厳をかけた自分史を掘る協同作業の未来に大きく期待したい。  
 
	 サツポロの地図を広げると、この町は、石狩川と豊平川の間に広がつた街であることがすぐわ

かる。蛇行した川の氾濫原の大きな石狩平野、石狩川は世界一の 100 キロのショウトカツトで有
名だが、かたや命の水は豊平川水系からきているようだ。  
藻岩発電所は、いまの北電が、昭和 9 年 10 月に着工、11 年 11 月から営業運転している。これ
に使う水は豊平川の藻岩ダム（簾舞ダム）

から、地下を通る導水菅で、白川、南の澤、

中ノ澤、北の澤などを経由して発電所に運

ばれている。この水の一部は、いまも藻岩

浄水場に運ばれ、市民の飲み水になってい

る。導水菅の長さは、12 キロに及ぶ。  
	 この工事は、ダム本体、水路、発電所本

体、浄水場導水路を 3 つにわけ、第一工区
は伊藤組、第 2、第 3 は鹿島組が元請であ
る。又この仕事を 3 つの組が中受けとして
請負い、さらにそれを 40 の部屋が下請け
した。この下請けの段階で、たこ部屋労働

者、朝鮮人労働者が使われた。  
部屋の規模は大きなものは 200 人以上、小
さいところで 30 人ほどで、たこ部屋は判
明しているだけで約半数あり、他は信用部

屋である。朝鮮人労働者を使う部屋は 9 つ
あり、そのうち朝鮮人を監禁したタコ部屋

は６つが判明している。  
	 北海道の開拓は、安く早く仕事を進める

ために、囚人を使っていたが、それに変わ

り、土木工事などの労働者に「いい仕事がある」などとだまして連れ込み、監禁状態で働かせタ

コ部屋、タコ部屋とは少し違い自由な契約で働く労働者の部屋を「信用部屋」といった。  
	 この工事は、難工事で地形、地質により、トンネルも、陸彫り（土の上から掘る）ツルハシ、

ダイナマイトが必要な岩盤もあるといつた突貫工事であつた。事故死者 17 名、虐殺 6 名、死因
不明 11 名。しかし、現場を案内してくれた堀口晃先生（札幌郷土を掘る会世話人）は、あの丘
に数名、すぐそこにも、あそこらにも埋められているなどと説明された。犠牲者は、より多いと

思われる。  
 
	 いま、台本の読み合わせに熱が入る。  
	 脱糞は、遠くにに行くなと怒鳴られて	 犬猫のごとく用するタコは	 	

	 冬工事儲からぬからとてタコ放つ	 	 差し引き零の計算書渡して	 などのナレーション	
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ここは高崎部屋というタコ部屋	 	

なんでえ、人を驚かすのもたいがいにしろよ、朝鮮野郎がー。いつもいつも長え便所だな。ウンコ臭

くてかなわねえや。お前一人の便所じゃねえんだ。便所の中はウンコ臭いのがあたりまだべさ。	

	 他の人夫の薄ら笑い.-私は、日本に来て、ウンコをしている時が一番自由で一番幸せです。わたし

は、日本人ではありません。朝鮮人です。名前は、張栄好です。年齢は 55 歳です。~私は、日本につ

れてこられた。そして家畜のように扱われている。でも私は人間なんだ。朝鮮に生まれて育つたこと

を誇りにおもつている。マンセ！マンセ！祖国マンセイ！（11 幕）	

「そこは、朝鮮語で繰り返して」と演出の志村智雄さん  
 
農家でさえ、ゆで卵を食べられるのは運動会の時ぐらいという食生活。ふって沸いた発電所工

事は、にわかの稼ぎでもあつた。  
一つの飯場には、タコが 30 人以上がいた、タコ労働者は、ほとんど脚気で、動けなくなるとす
ぐ棒頭がたたいて働かした。作業現場で動けなくなると生き埋めにもされた。又藻岩ダムにも労

働者らしい溺死体が浮いたりした。タコは、貧しい食事で牛馬のように酷使され、命をすり減ら

した。棒頭が逃亡を防ぐため部屋に鍵をかけた。  
 
	 こうした犠牲者を顕彰する碑文が刻まれている。碑文にはこう記録されている。  
「発電所では、タコ部屋、信用部屋、通いの労働者ら 4000 名が従事し、犠牲者は、現在までに
（1994 年 6 月）少なくとも 80 名を越え、そのうち死亡者は朝鮮人 5 名を含め 34 名を数える。
これら、労働者の多くは、全国各地で生活に窮していた日本人であり、日本の植民地政策によっ

て遥か異郷の地にわたってこざるを得ぬ朝鮮人でした。タコ労働者は、監禁と酷使、医薬もまれ

で、体罰、生き埋め、虐殺、残虐非道な目にあい命を落としました。はるか故郷への思い、疲れ

果てた末にいまもつて誰にも知られず闇に葬られている犠牲者の無念を思うとき、その原因と責

任の所在の解明をさらに進める必要があります。～」  
	 堀口さん、木無さんのお二人は、この碑の前

で、「わたしたちの自慢は、このような伊藤組や

鹿島組など加害者の人権無視の実名を書き記し

ていることです」と口をそろえた。木無さんは、

芝居を通じて、歴史認識を共有し、スタニラフ

キ―運動のように、平和、人権、などが若い世

帯に追体験されることを願っている。問い合わ

せ先。木無喜太郎さん℡０９０－２８７２－５

８７０  
（本稿作成に当たり、「さつぽろのタコ部屋」札

幌郷土を掘る会を参照、木無喜太郎さんらから

戦前の小樽新聞、現場見学資料などの提供を受けました）  
 
 
※	 今年１０月は北海道で水源連の総会と全国集会が行われます。上野さんの投稿も参考にしながら北海道の	 	  

	 	 ダム問題をお考えいただければと思います。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 —事務局編集担当— 
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 1 

	 	 	 「水源開発問題全国連絡会」に吹く風 
	 	 	 	 ―風波に抗した“原点”を探る―  

	 	 	 	 矢間	 秀次郎（千曲川・信濃川復権の会共同代表） 

 

○“社会の気圧”が生む風と波 

気圧が天気を左右する。ときに風を起こし、新しい波を生む。これに類似した“社会の気圧”

をご存知だろうか。表徴する用語が多い。たとえば流行・風潮・雰囲気・空気・神話などである。

半信半疑で“社会の気圧”を軽視していると、生存基盤さえ揺らぐ・・・。	

自らの主体性を過信して、「自分は流行に無縁」という方が少なくない。しかし、そのほとん

どは幻想である。なぜなら日常的な“気圧配置”にナルシシズムを練り合わせ、幻想をもちやす

い細工が巧妙に施されている。風潮とは無縁で「自己決定」したかのような錯覚をもち、個人、

集団を問わず欺瞞や偽善に気付きにくい。自覚がないまま加担してしまう。それが現代の世論（情

報）操作の真髄で、情報化社会の陥穽である。侮ってはならないのだ。	

実例をあげてみる。河川の両岸をテラス状に埋め立て、プロムナードを造成することが流行っ

ている。より多くの人々が水辺に親しみ、“河川愛護”につながるというのが大義名分だ。一見、

ヒューマン・アプローチで、「土建国家」や「河川行政」もいい方向に変わったと誤認して推奨

する。内実はどうであろうか。	

その多くは再開発の瓦礫（がれき）などの捨て場としてテラス状に埋め立をしたに過ぎない。

ここでも「市民の声」が逆利用される。ゼネコンなどが 大利潤を追求した擬装に住民、市民運

動などを包摂して、「民意のオブラート」でつつむ。川へ船で漕ぎ出せば、すぐにオブラートが

溶けてしまう。行き交う船の波が狭まった両岸にぶつかって打ち返す。異常な高波で揺れが大き

い。危険性が増して、海難事故が懸念される。	

本来、岸壁に波を吸収して緩和するよう切り込んだ空洞を造る。だが、瓦礫の捨て場の容積が

減るような不経済な設計はしない。菊の御紋に縁の深い恩賜公園・浜離宮の船付場周辺の岸壁だ

けは、空洞が造られている。己の眼で比較すれば、かもしだす雰囲気の違いで合点がいく。	

この国の擬装を剥がした姿が川面に透けて見える。治水を標榜するスーパー(高規格)堤防や巨

大ダム建設にも、住民、市民を抱きこんだ同じ構図の欺瞞、偽善が伏在している。かかる状況が

今の「ダム問題」や世界第 3 位「原発大国」の背景にある。	

現代科学や芸術さえも風や波を起こそうと、“気圧”の高低をコントロールする政・官・財共

同体の権力の側に総動員されている。が、“社会の気圧”を計数化して、正確に計量し得ない現

状から限界がみえる。	

この限界を越える手段として、義務教育の課程まで介入し、子どもたちに触手を伸ばす。2001

年の中央省庁再編、2006 年教育基本法改正などは、「してやられた実例」である。子どもたちの

教科書をチェックする親はほとんどいない。旧文部省に科学技術庁を廃統合し、「文部科学省」

に再編成して、原子力発電所見学会に子どもたちを動員した事実が何を物語るか明白だろう。	

巧妙に世論（情報）操作を駆使して“壮大なる虚構”の延命策を弄するなかで、ＪＣＯウラン

加工工場の臨界事故（1999 年）が起こった。茶の間のテレビ映像に直結した情報は、ほんの一部

に過ぎない。「青い光を見た」という過酷な現場を命がけで取材させるのは人道に悖る。真実は

闇のなかで 667 人に及ぶ被曝者の苦悩は深い。それ以外の隠蔽されていた原発の臨界事故（国内）

だけで、すでに３例が報告されている。子どものガン・白血病、乳ガンの女性が増えている遠因

でなかろうか。	 	 	

これまで比較的うまく風を起こし、神話の形成を遂げたかにおもわれたのが前述したダムや原
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発である。ダム開発における 1968 年製作映画「黒部の太陽」や、1970 年国内初の沸騰水型敦賀

原発の臨界を礼賛した「神の火」という言葉を冷静沈着に読み解けていただろうか。	

当時、筆者自身は伏在する深刻な問題に全く気付かなかった。むしろ、「人類の進歩と調和」（同

年、大阪千里丘陵で開催された日本万国博覧会テーマ）に収斂され、讃歌の空気に酔っていたと

記憶する。	

どうして葦のように風にまかれ、波がつくられたのか、今になって分かった振りをするのは易

しい。あの無謀な太平洋戦争でさえ、「ときの権力者、軍部に騙された」と公言し、「騙されるこ

との責任」の自覚が乏しい。一部の戦犯に罪をなすりつけてしまった国民性を逆利用して、朝鮮

戦争やベトナム戦争特需をベースに高度成長を軌道にのせた「戦争の経済学」を今も引き摺って

いる。だからこそ、他国への侵略戦争にかえて国土の山河崩壊をものともせずに、“乱開発の歴

史”を刻みえたのである。憲法第 9 条だけが戦争を回避し、平和を保持しえた主因ではない。自

然の収奪や地域文化の破壊、そして里人たちの犠牲であがなった「平和」の側面を忘却していな

いだろうか。	

小さな嘘に偏執的にこだわる人は多い。しかし、でっかい嘘には意外にも無頓着で、いつのま

にか提灯行列に並んで小旗を振ったり、リボンをつけたりする自分が内奥に隠れているかもしれ

ないという自戒がほしい。特に日頃、個性的で主体性を重んじているように見える自意識過剰な

人ほど傾斜が激しい。「正義」による「安心立命」がほしく、リボンを胸につける。	

終的には冷厳な歴史の審判を受け、膨大な無辜の民を巻き込んだ破局（たとえばヒロシマ・

ナガサキや原発の過酷事故による「死の灰」パニック、借金９８０兆円の国家破産の危機で未曾

有の増税・・・）が襲う。それにもかかわらず、なぜ、「安全神話」にすがり、墓穴を掘る結果

になってしまうのだろう。“社会の気圧”の作用と無縁ではない。	

○水源連の結成で「新しい波」 

果たして，これらに抗して“気圧”の変動を読み解く方策はあるのだろうか。必ずや死角があ

り、盲点を突けば逆風も起こせるのではないか。こう問いかけるなかで、水源開発問題全国連絡

会（以下「水源連」という）が 1993（平成 5）年 11 月 16 日に結成された。ここでも“社会の気

圧”がどう作用したかを検証しておきたい。「初心を忘れず」に水源連が脱皮をしていくために、

戻るべき原点であるからだ。	

1995 年に開催したシンポジュム「政・官・財の癒着腐敗を一掃する真の行革を目指して	 公共

事業をチェック！」での資料集『全国のダム計画の見直しを！』水源連発行の「結成の背景」３

頁を要約する。	

「・・・水源開発予定地の多くは、30 年から 40 年に及ぶ長い期間、反対闘争を継続し、人生

のほとんどを不本意ながらダム問題にとられてしまった人が多い。ダム起業者と県は、事業遂行

のためには手段を選ばない。反対する人を疲弊させるために、地域社会資本の縮小、地域振興策

の凍結、金のばらまきによる地域住民の分断を謀る・・・、住民からの話し合いや資料提示の要

求に対して、誠意を持った対応を行っていない。事業の根拠に触れる資料の提示はかたくなに拒

否し続けている。それらはまったく不当なもの、人道上も許されるものではない。建設大臣との

『話し合い』を早急に実現させることが 重要課題であることを確認し、これまでの運動の限界

を乗り越え、水源開発を止めさせることを目的に連絡組織を結成した」	

これを受けて、「結成の趣旨」を下記の 3 点に絞り、照準を定めている。	

（１）	互いの情報連絡を密におこなって、水源開発事業者と闘うための戦術、戦法を練る。	

（２）	水源開発事業の欺瞞性を大きくアピールして、世論を喚起する。	

（３）	力を結集して、建設省などと交渉し、水源開発計画の見直し、中止を求める。	

どうしたら政・官・財共同体の波を砕き、風の向きを変えうるのか―各地のリアルな報告を実

証的なデータで分析・調査して総合的に検証し、現場に立って比較研究を行いつつ方途を探って

いる。	
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実態に迫るメスが多角的で鋭い。これは集った人々の研ぎ澄ました人権感覚の反映である。筆

者は当時、水源連が「新しい風」を起こすのを実感した。その主な理由は鋭敏に“社会の気圧”

配置と微妙な変化をつかみ、空気を読み解いて、グッドタイミングで即応したからにほかならな

い。その年、どんな微風が頬をなぜていたのか―毎日新聞社刊『20 世紀年表』1993 年で拾う。	

① 6 月 29 日	 贈収賄容疑で仙台市長、ゼネコン・ハザマ、清水建設首脳ら逮捕。	
② 7 月 18 日	 第 40 回総選挙で自民党 223 議席、過半数割れ。	
③ 8 月	 9 日	 細川内閣発足。	
④ 9 月 20 日	 ゼネコン汚職茨城ルート・清水建設会長逮捕。	
⑤	 11 月 12 日	 環境基本法が成立。	

“社会の気圧”を敏感に測りつつ行動原理の軸にしていたことが分かる。迅速に実行に移す、

瞬発力が光る。同年 12 月に五十嵐広三建設大臣に接触し、「大規模公共事業見直し機関の設置」

を働きかけ、翌月には「水源開発計画の見直し機関の設置を求める緊急集会」を開催、要請書の

案文を開示して論議を重ね、各党へのロビー活動やプレスへの情宣も行っている。	

こうした機敏さは、公務員メンバーが多い執行部にもかかわらず機関決定で極力、官僚的な形

式主義を排した成果であろう。情報撹乱を防ぐために、メンバーに予告情報と経過（中間）報告

を丁寧に行い、情報の共有化と組織運営の透明性に心血を注ぐ。	

さらに特筆すべきは、各地ローカル紙などの記事をマメに収集し、機関誌『水源連だより』に

掲載して動向をウオッチ、タイミングを外さずに「緊急アピール」、「公開質問状」などを発表し

ている。中央集権型の「東京発」を削ぎ落として、“里人の告発”にスペースを割く器量が絆を

強めたことはいうまでもない。	

これらの努力が政・官・財共同体による風波を遮断し、冷静沈着な状況判断をふまえての戦略的

展望をひらき、建設中止・凍結を増やす実効性につながった主因である。	

1994 年 9 月の第 1 回総会宣言では、五十嵐広三建設大臣、野坂浩賢建設大臣などとの交渉で合

意した方針を確認し、出先機関の対応が旧態依然で乖離している事実をあげて、「・・怒りをも

って糾弾する」と記す。「水政策に住民一人一人が水源自立の意識を確立し、自分達で責任が持

てる生活様式を確立できるような地域の政治と国の政治を変えることを私たちは全国に呼びか

ける」と自治のあり方を問い、「利権者集団の利益追求のみが自己目的とされている水源開発、

私たちはこれがなくなるまで徹底して闘うことを宣言する」と結んでいる。	

この宣言をふまえ、愚直なまでに有言実行していく軌跡が既刊『水源連だより』に記録されて

いる。深い井戸の水をくみ上げる前に、“呼び水”が欠かせないように一滴一滴を注ぎ入れた人

間の営為が、「情報公開法」、「河川法改正」、「政権交代」の伏流になったといっても我田引水に

なるまい。	

どのスタッフも、一部が費用弁償されるものの無報酬で活動する。二人の共同代表にいつお会

いしても、飄々として青空に突き抜けるさわやかさをたたえている。「清貧の思想」を生きて、

私心がないからだろう。	

○“現代の妖怪”をどう退治するか 

“気圧”の存在を表徴する用語を冒頭に例示したが、一見それぞれ、自然発生的に風が吹き、

波が寄せたかに見える。気象はいざ知らず、すべて裏側で周到に工作し、仕掛ける力学が存在す

る。	

一例をあげると、trendsetter（トレンドセッター）を「流行を作り出す人」と訳す。この存

在は今やファッションの分野だけではない。政治や宗教、企業の世界でも経営戦略に組み込まれ

ている。法令の制定でさえ、立法趣旨の背後に衣装を変えたトレンドセッターが存在する。いわ

ゆる黒幕（フィクサー）という概念と一部重なるが、よりスマートでシステマチックな“現代の

妖怪”といえる。キツネやタヌキに化かされることは減ってきたが、化かされたという自覚症状

がないままに化かされていないかの総点検が急務だ。	
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ダム建設の場合に、そのトレンドセッター的役割をどこのだれが担っているのか。グローバル

化の進展で国際的な背景も視野に入れなければならず、根源に肉迫した論稿や市民運動の実践は

稀なのが実態である。水源連は会則第 4 条で「海外のダム反対運動との連携」を謳っている。し

かし、韓国など一部のＮＧＯと連携しているにすぎない。日本の「公害輸出」を監視するために

も、島国根性を払拭する“地球市民”への脱皮がほしい。	

声高に「情報公開」、「説明責任」が叫ばれている。裏返してみれば、企業防衛上の迷彩色が濃

く、標的が精巧にカモフラージュされて定まりにくいからだろう。信濃川のＪＲ宮中ダムの違法

取水事件（2008 年）は、11 年間も発覚せずに盗水をつづけ、発電許認可権をもつ経済産業省、

取水権を管理監督すべき国土交通省が「騙された責任」を果たした形跡はない。省庁間の仲間意

識や貸し借りで片目をつぶる。“行政国家”の「生き残り」をかけた手練手管のひとつが「だま

され上手」なのだ。進化心理学の論理（石川幹人著『だまされ上手が生き残る』光文社新書）に

符合するが、「政治の怠慢」を放置した“空気”を換気しなければなるまい。	

ダム乱開発で国土交通省の「大罪」を暴く人が多い。確かに共謀があったと仮定しても、やみ

くもに糾弾するのは、「してやられた側」の面当てに見える。なぜなら、中央、地方を問わず役

人は法の執行者（公僕）に過ぎない。	 	 	

法律を取り替えれば、徐々に変わりうる存在なのに国土をめぐる法体系の再構築をする政治変

革、つまり主権者自らが民主主義の可能性に努力を怠ったといえるからである。真のトレンドセ

ッターが役人を悪者に仕立てるのも戦術のひとつであって、この真相を炙り出す実証的な迫真の

論議を率直な内省をふまえて行うことが緊要だろう。	

さざなみの段階では混沌として、うねるような波動が伏在しているのを見逃すことが多い。た

だ、数十年の歴史の流れに晒されたあとで、波形の痕跡が鮮明に浮かび上がってくる。これを講

釈する「評論家」が少なくない。学問、学術の持って回ったような言説よりも、直裁な里人の哲

学や朴訥な証言を体系的に記録し、検証を加えて次の世代に引き継ぎたい。	

さらに乱開発を許した「敗北の歴史」に学ぶところが多い。九頭竜川をモデルにした石川達三

著『金環蝕』新潮文庫（1974 年）の扉には、「まわりは金色の栄光に輝いて見えるが、中の方は

真黒に腐っている」と記されている。また、松下竜一著『砦に拠る』筑摩書房（1977 年）には、

筑後川の下筌ダム建設反対で法廷闘争を展開した室原知幸氏が蜂ノ巣城陥落（1964 年）を前にし

たためた言葉「公共事業、それは理に叶い、情に叶い、法に叶うものでなければならない」が収

録され、基本的人権をかけた闘いの迫真力に圧倒される。	

ここ数年、「河川維新」が夜明け前の情況にある。さざなみがうねりに変貌する「新しい波」

の予感をもつ。水源連の波動に力学の妙ともいうべき強靭さが備わり始めて久しい。その端的な

例証として、実証的な分析力と先見性（洞察力）が冴えて、信頼性が増している。しかし、さら

に各専門分野の融合を進めて、総合的な組織力の再構築が急務である。なぜなら近年、出力調整

の困難な原発の余剰電力を使う揚水発電所用ダム（国内 43 ヵ所）が増えるなど乱開発の背後に

潜む“現代の妖怪”もヌエの如く複雑怪奇になっているからだ。	

これからが正念場になる。いっそう摩訶不思議な“気圧”による世論（情報）操作の内実に迫

り、それを逆手に取るしなやかな布陣を築く戦略が肝要だろう。	

そして上昇志向による権威付けや経済的理由から翼賛体制に呑まれ標的を見失うＮＰＯ、住民運

動が増えている実態を直視して、その轍を踏むことがないよう「内なる妖怪」にも油断してはな

らない。	

わが国の国家形成の過程で、渇水や洪水をめぐっての“水争い”を除去することに「法の源流」

があったという。立法過程（政治）への参加と監視こそが、したたかな“現代の妖怪”を退治す

る剣となる。剣の錆びを磨かなければならない。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 完	
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一
方
、
関
係
住
民
や
学
識

経
験
者

の
声
は

「
パ
ブ
リ

ッ

ク

コ
メ
ン
ト
を
行
う
」

「
意

見
を
聞
く
」
と
あ
る
だ
け
。

一
市
民
」
と
い
う
言
葉
す
ら

な
く
、
住
民
の
意
見
が
尊
重

さ
れ
る

〃担
保
〃
も
な
い
。

嶋
津
氏
は

「
反
対
派
市
民

は
検
証
作
業
自
体
に
は
参
加

で
き
な
い
。

『
聞
き
置
く
だ

け
』
と
い
う
姿
勢
で
結
局
、

排
除
さ
れ
る
」
と
み
る
。

国
交
省
河
川
局
で
長
ら
く

ダ
ム
建
設
に
あ
た

っ
た
宮
本

博
司
氏
は
、
有
識
者
会
議
の

進
め
方
が
そ
ん
な
結
論
を
導

い
た
と
指
摘
す
る
。

宮
本
氏
は
退
職
後
、
淀
川

水
系
の
ダ
ム
を
再
検
証
す
る

近
畿
地
方
整
備
局
の

「淀
川

水
系
流
域
委
員
会
」
に
参

加
。
委
員
会
は

三
〇
〇
五

年
、
徐
時
釧
ダ
ム

（大
阪

府
）
、
大
戸
川
ダ
ム

（滋
賀

県
）
の
建
設
中
止
を
提
言
し

た
。
画
期
的
な
結
論
は

「住

民
参
加
」
と

「
公
開
」
に
よ

っ
て
生

ま

れ
た

と

い
う
。

「
多
く
の
住
民
情
報
を
共
有

で
き
、
発
想
が
変
わ

っ
た
」

だ
が
有
識
者
会
議
は

「非

公
開
」
。
宮
本
氏
は
意
見
を

求
め
ら
れ
た
が
断

っ
た
と
い

う
。

「
そ
ん
な
所
で
従
来
の

方
針
か
ら
抜
け
出
せ
る
は
ず

が
な
い
か
ら
。
治
水
を
考
え

る
に
は
、
国
の
姿
や
住
民
の

命
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う

こ
と
。
そ
れ
が
密
室
で
話
し

合
わ
れ
た
こ
と
が
残
念
だ
」

つする前原国交相 =13日 午後、国交省で
ダム事業を検証する有識者会議であいさ

補助ダム
(53事業)

機構のダム
(31事業)

各地方整備局
など J

ダム以外の複数の治水対策案を立案

遊水地、河道の掘肖」、堤防強化、
雨水貯留、霞堤など25の方策

それぞれの治水対策案を評価

安全度、コスト、実現性、環境への影響など

現行ダム案との比較・総合評価
利水観点からも検討する

方針などの決定

個別ダムの検証の流れ

やり直しの
指示 要請
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市民の意見は「河
川
官
僚
、巻
き
返
し
た
」

個
別
事
業
の
検
証
で
、
仮

に
ダ
ム
の
中
止
を
決
め
た
と

し
て
も
、
新
た
な
治
水
対
策

を
講
じ
る
こ
と
が
前
提
だ
。

例
え
ば
、
堤
防
の
か
さ
上

げ
や
遊
水
地
、
道
路
を
堤
防

並
み
に
か
さ
上
げ
す
る
二
線

堤
な
ど
二
十
五
の
方
法
を
提

示
し
た
。
こ
れ
ら
を
組
み
合

わ
せ
た
複
数
の
代
替
案
と
、

現
行
の
ダ
ム
案
の
安
全
度
や

コ
ス
ト
な
ど
を
比
較
し
、
最

終
的
に
国
交
省
が
ど
の
案
が

い
い
か
を
決
め
る
。

こ
れ
に
対
し
、
藤
原
信
宇

都
宮
大
名
誉
教
授

（
森
林
計

画
学
）
は

「
従
来
の
ダ
ム
に

代
わ
る
案
ば
か
り
。
今
さ
ら

八
カ
月
も
か
け
て
議
論
し
て

出

す

ほ
ど

の
内
容

で
は
な

い
」
と
批
判
す
る
。

治
水
の
具
体
例
に
は
森
林

整
備
も
盛
り
込
ま
れ
た
が
、

藤
原
氏
は

「
（
八
ッ
場
ダ
ム

計
画
の
契
機
と
な

っ
た
戦
後

の
）
カ
ス
リ
ー
ン
台
風
の
洪

水
被

害
も
森
林
荒
廃

が

一

因
。
今
は
森
林
整
備
が
進
ん

で
保
水
力
は
あ
る
が
、
別
の

地
域
で
も
同
様
に
森
林
整
備

の
ほ
う
が
よ
り
安
く
、
治
水

効
果
も
あ
る
。
老
朽
化
し
た

ダ
ム
は
将
来
、
撤
去
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
費
用
は
莫

大
で
産
業
廃
棄
物
を
処
分
す

る
場
所
の
確
保
も
必
要
と
な

る
」
と
語
る
。

さ
ら
に
コ
ス
ト
を
最
重
視

し
て
選
択
を
求
め
た
点
を
間

題
視
す
る
。

「
八

ッ
場
ダ
ム

の
場
合
、
建
設
中
止
と
な
れ

ば

一
都
五
県
が
負
担
し
て
き

た
費
用
を
返
還
し
ろ
と
言
い

始
め
る
可
能
性
も
あ
る
。
移

転
予
定
だ

っ
た
地
元
住
民
の

補
償
費
も
か
か
る
。
こ
れ
ら

を
考
え
れ
ば
建
設
し
た
ほ
う

が
安
上
が
り
と
な
り
、
結
果

的

に
ダ

ム
推

進

の

『
免

罪

符
』
に
な
り
か
ね
な
い
」

ま
た
、
ダ
ム
以
外
の
治
水

対
策
を
立
案
す
る
場
合
は
、

複
数
の
組
み
合
わ
せ
で

「
河

川
整
備
計
画
の
目
標
と
同
程

度
の
安
全
度
を
確
保
す
る
」

と
の
前
提
も
あ
る
。

石
川
県
が
建
設
中
の
辰
巳

ダ
ム

（金
沢
市
）
に
反
対
す

る
市
民
団
体

「
ナ
ギ
の
会
」

代
表
の
渡
辺
寛
氏
は

「
整
備

計
画
に
あ
る
洪
水
時
に
川
を

流
れ
る
最
大
水
量
が
過
大
に

設
定
さ
れ
て
い
る
。
ダ
ム
を

造
ろ
う
と
帳
尻
を
合
わ
せ
た

た
め
だ
。
建
設
前
提
で
ま
と

め
た
計
画
を
基
に
検
討
す
れ

ば
、
ダ
ム
建
設
が
コ
ス
ト
面

で
も
有
利
に
な
る
に
決
ま

っ

て
い
る
」
と
指
摘
す
る
。

先
の
嶋
津
氏
も

「
ダ
ム
計

画
が
あ
る
川
で
は
、
計
算
式

を
使

っ
て
よ
り
大
き
な
水
量

を
は
じ
き
出
し
て
い
る
。
今

ま
で
も
国
や
自
治
体
は
、
ダ

ム
と
代
替
案
の
コ
ス
ト
を
形

の
上
で
検
討
し
、

「
ダ
ム
し

か
な
い
』
と
建
設
を
進
め
て

き
た
。
基
に
な
る
デ
ー
タ
を

見
直
さ
ず
、
結
論
が
変
わ
る

は
ず
な
い
」
と
言
う
。

ダ
ム
事
業
を
真
剣
に
見
直

す
の
な
ら
、
国
の
有
識
者
会

議
と
い
え
ど
も
、

「
反
対
派

も
対
等
に
議
論
で
き
る
第
二

者
機
関
に
す
べ
き
だ

っ
た
」

と
の
意
見
が
少
な
く
な
か

っ

た
。
結
局
、
提
言
の
内
容
も

後
退
す
る
よ
う
な
内
容
に
な

っ
た
の
は
な
ぜ
か
。

嶋
津
氏
は

「
河
川
官
僚
が

巻
き
返
し
た
」
と
み
る
。
有

識
者
会
議
に
出
席
し
、
意
見

を
述

べ
た
時

の
印

象
か

ら

「
会
議
の
メ
ン
バ
ー
は
、
思

っ
た
以
上
に
河
川
行
政
を
変

え
た
い
と
い
う
意
識
を
持

っ

て
い
た
」
と
感
じ
た
。

し
か
し

「
実
務
能
力
が
な

く
、
河
川
官
僚
が
つ
く

っ
た

シ
ナ
リ
オ
に
踊
ら
さ
れ
て
し

ま

っ
た
の
だ
ろ
う
」
。
そ
ん

な
手
続
き
で
検
証
を
進
め
る

な
ら

「
ほ
と
ん
ど
の
ダ
ム
に

お
墨
付
き
が
出
る
。
八
ッ
場

ダ
ム
も
ゴ
ー
サ
イ
ン
と
な
り

か
ね
な
い
」
と
危
倶
す
る
。

大
熊
孝
新
潟
大
名
誉
教
授

（
河
川
工
学
）
は

「
こ
れ
ま

で
の
河
川
政
策
は
自
然
を
克

服
す
る
対
象
と
み
な
し
、
そ

の
恵
み
を
収
奪
す
る
こ
と
し

か
考
え
て
こ
な
か

っ
た
」
と

し
、
今
回
の
提
言
を
こ
う
残

念
が
る
。
「
水
力
発
電
の
影
響

で
川
の
水
が
枯
渇
し
た
姿
を

さ
ら
す
の
は
そ
の
典
型
だ
。

今
や
自
然
と
の
共
生
の
時
代

と
な

っ
た
が
、
有
識
者
会
議

の
ま
と
め
た
内
容
に
は
、
二

十

一
世
紀
の
河
川
政
策
が
ど

う
あ
る
べ
き
か
と
い

っ
た
哲

学
が
感
じ
ら
れ
な
い
」

土
砂
災
害
や
冠
水
被
害

が
続
く
。
生
命

・
財
産
の

安
全
確
保
は
国
民
の
願
い

だ
が
、
想
定
外
の
雨
水
は

残
念
な
が
ら
河
道
に
閉
じ

込
め
ら
れ
な
い
。
い
や
、

そ
の
発
想
が
間
違
い
だ

っ

た
。
ダ
ム
本
位
で
進
め
、

昔
な
ら
で
き
た
流
域
全
体

の
治
水
策
の
多
く
を
今
求

め
ら
れ
て
も
厳
し
く
、
反

省
の
言
葉
も
な
い
。
た
だ

真
の
市
民
参
加
は

コ
ス
ト

が
か
か
ら
な
い
。

（
呂
）

くだt
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